
第
三
共
和
漁
期
の
パ
リ
市
議
会
議
員
（
一
八
七
一
－
一
九
一
四
年
）

長

井

申イ

仁

【
要
約
】
　
本
論
文
で
は
、
第
三
共
和
政
期
の
パ
リ
市
議
会
議
院
四
五
二
名
を
、
出
自
、
結
婚
、
職
業
、
経
歴
の
四
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
、
従
来
見

過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
パ
リ
の
政
治
史
を
～
定
程
度
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
「
名
望
家
か
ら
断
社
会
階
層
へ
」
と
い
う
当
時
の
支
配
階
層
の
変
化

が
首
都
の
枠
組
み
の
な
か
で
ど
の
程
度
確
認
で
き
る
の
か
を
検
証
し
た
。
市
議
会
議
員
は
、
そ
の
大
半
が
大
・
中
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
属
し
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
は
民
主
化
の
遅
れ
を
指
摘
で
き
る
。
パ
リ
市
議
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
そ
の
経
歴
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
。

｝
つ
は
「
地
元
名
士
型
」
議
員
で
あ
り
、
パ
リ
で
生
ま
れ
、
主
と
し
て
商
工
業
に
携
わ
り
、
地
響
行
政
な
ど
に
お
け
る
活
動
の
延
長
と
し
て
市
議
会
に
選

出
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
「
政
治
家
型
」
の
議
員
で
、
地
方
出
身
で
、
弁
護
士
な
ど
の
専
門
職
に
就
き
、
市
議
会
を
ス
テ
ッ
プ
に
し
て
國
政

に
転
出
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
二
巻
斗
号
　
一
九
九
九
年
七
月

仁王共和政期のパリ市議会議員（長井）

は
　
じ
　
め
　
に

　
一
九
世
紀
の
パ
リ
の
政
治
史
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
事
実
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
に
お
け

る
パ
リ
の
重
要
性
を
考
え
れ
ば
、
極
め
て
逆
説
的
に
思
え
る
。

　
実
際
、
パ
リ
の
政
治
動
向
が
フ
ラ
ン
ス
全
体
に
及
ぼ
す
影
響
力
は
極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
大
革
命
以
来
の
体
制
交
代
を
引
き
起
こ

し
た
諸
事
件
は
そ
の
多
く
が
パ
リ
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
選
挙
な
ど
に
表
わ
れ
る
パ
リ
の
政
治
動
向
は
、
全

国
紙
の
み
な
ら
ず
地
方
紙
に
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
勢
力
が
パ
リ
に
お
い
て
互
い
に
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対
立
し
、
あ
る
い
は
既
存
の
体
制
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
パ
リ
の
政
治
史
研
究
は
、
単
な
る
一
都
市
の

モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
留
ま
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
そ
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
リ
の
政
治
史
に
か
ん
す
る
研
究
が
少
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
政
治
史
の

み
な
ら
ず
よ
り
一
般
的
に
一
九
世
紀
の
パ
リ
史
全
体
に
つ
い
て
い
え
る
。

　
パ
リ
に
つ
い
て
の
観
究
が
少
な
い
こ
と
に
は
、
ま
ず
純
粋
に
学
術
的
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
近
代
史
研
究

に
お
い
て
都
市
を
枠
組
み
と
す
る
傾
向
が
伝
統
的
に
弱
く
、
そ
の
た
め
都
市
史
研
究
の
進
展
が
イ
ギ
リ
ス
な
ど
に
比
べ
て
遅
れ
て
い
た
。
本
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

的
な
都
市
史
研
究
の
開
始
は
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
と
り
わ
け
パ
リ
に
か
ん
し
て
は
史
料
的
な
問
題

も
大
き
い
。
一
八
七
一
年
五
月
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
「
血
の
週
問
」
の
際
に
起
こ
っ
た
火
災
に
よ
っ
て
、
旧
パ
リ
市
庁
舎
は
焼
失
し
、
そ

れ
と
と
も
に
多
く
の
行
政
文
書
が
失
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
後
の
歴
史
硬
究
を
相
当
に
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
研
究
史
上
の
理
由
に
劣
ら
ず
重
要
な
要
素
が
、
都
市
と
し
て
の
パ
リ
の
性
格
で
あ
る
。
中
央
集
権
的
な
国
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
、
パ
リ
は
し
ば
し
ば
「
国
家
」
や
「
中
央
」
と
同
義
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
そ
の
こ
と
が
反
映
さ
れ
、
パ
リ

の
歴
史
は
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
と
明
確
に
区
別
さ
れ
ず
、
そ
れ
自
体
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
パ
リ
は
首
都
で
あ
る
と
同
時
に
｝
つ
の
都
市
で
も
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
政
治
的
に
重
要
な
拠
点
と
し
て
以
外
に
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
産
業
（
伝
統
的
な
中
小
規
模
製
造
業
に
加
え
て
、
世
紀
半
ば
頃
か
ら
は
大
規
模
な
冶
金
工
場
な
ど
が
登
場
す
る
）
や
社
会
集
団
（
パ
リ
を
象
徴

的
な
地
と
し
て
住
む
貴
族
、
産
業
・
商
業
を
支
配
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
そ
れ
ら
を
支
え
る
労
働
者
）
が
共
存
す
る
場
所
と
し
て
、
ま
た
地
方
か
ら
の

移
入
民
に
よ
る
爆
発
的
な
人
口
増
加
（
～
九
世
紀
の
百
年
間
で
五
倍
を
超
え
る
増
加
率
）
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
多
く
の
社
会
問
題
を
経
験
す
る
こ

と
に
な
っ
た
大
都
市
と
し
て
、
｝
九
世
紀
の
パ
リ
を
歴
史
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
意
義
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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前
世
紀
の
パ
リ
に
か
ん
す
る
歴
史
研
究
の
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
L
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
の
｝
連
の
著
作
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②

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
当
時
の
パ
リ
の
人
口
現
象
が
、
経
済
構
造
や
さ
ら
に
は
犯
罪
な
ど
の
社
会
現
象
と
関
連
づ
け
て
研
究

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
A
・
ド
マ
ー
ル
は
、
一
九
六
〇
・
七
〇
年
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
研
究
の
一
環
と
し
て
、
立
憲
王
政
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（一

ｪ
｝
五
－
一
八
四
八
年
）
に
お
け
る
パ
リ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
扱
っ
て
い
る
。

　
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
長
く
社
会
学
者
た
ち
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
都
市
研
究
が
歴
史
家
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
は
、
都
市
の
個
別
研
究
は
増
え
、
そ
れ
と
と
も
に
パ
リ
を
対
象
と
す
る
研
究
も
徐
々
に
整
い
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
代
表
的

な
も
の
が
、
G
・
ジ
ャ
ッ
ク
メ
と
J
・
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
学
位
論
文
で
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
メ
の
研
究
は
、
パ
リ
随
一
の
労
働
者
地
区
で
あ
る
ベ
ル

ヴ
ィ
ル
を
、
一
九
世
紀
全
体
を
通
じ
て
、
入
口
、
経
済
構
造
、
都
市
化
、
社
会
問
題
、
政
治
（
と
り
わ
け
社
会
運
動
）
な
ど
の
諸
点
か
ら
考
察
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
相
関
関
係
を
も
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
、
極
め
て
包
括
的
か
つ
精
緻
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
オ
ス
マ
ン
化
を
経
験
し
た

第
二
帝
政
期
の
パ
リ
を
扱
っ
た
ガ
イ
ヤ
ー
ル
は
、
二
〇
年
弱
と
い
う
短
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
は
あ
る
が
、
ジ
ャ
ッ
ク
メ
同
様
パ
リ
と
い
う
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
諸
側
面
を
詳
細
に
描
き
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
史
に
つ
い
て
は
、
第
三
共
和
政
期
の
下
院
議
員
選
挙
に
か
ん
す
る
L
・
ジ
ア
ー
ル
の
学
位
論
文
と
、
一
九
世
紀
末
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

社
会
主
義
者
に
つ
い
て
の
M
・
オ
フ
ェ
ル
レ
の
学
位
論
文
を
除
け
ば
、
研
究
は
柔
な
お
皆
無
に
近
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
も
、
制
度
的
側
面
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
政
策
の
実
態
に
つ
い
て
は
研
究
が
少
な
く
、
そ
れ
ら
に
携
わ
っ
た
人
物
や
集
団
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
う
け
て
、
第
三
共
和
政
前
半
期
（
こ
こ
で
は
～
八
七
一
－
一
九
一
四
年
と
理
解
す
る
）
の
パ
リ
市
議
会
議
員

四
五
二
名
を
、
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
（
集
団
的
伝
記
）
の
手
法
を
用
い
て
、
出
自
、
婚
姻
、
職
業
、
経
歴
の
四
視
点
か
ら
分
析
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
パ
リ
の
政
治
史
を
＝
疋
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
、
も
と
も
と
古
典
古
代
研
究
に
用
い
ら
れ
て
い
た
手
法
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
六
〇
年
代
頃
よ
り
近
代

史
研
究
、
と
り
わ
け
政
治
家
の
研
究
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
議
員
集
団
の
社
会
的
特
徴
を
捉
え
、
そ
れ
を
そ
の
政
治
的
特
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徴
と
絡
め
な
が
ら
分
析
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
政
治
史
と
社
会
史
を
結
合
す
る
形
で
分
析
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
第
二
帝
政

　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

末
期
の
県
議
会
議
員
、
ギ
ゾ
ー
の
時
代
の
県
議
会
議
員
、
七
月
王
政
期
の
国
会
議
員
な
ど
の
研
究
に
始
ま
り
、
第
三
共
和
撃
墜
の
大
臣
、
ナ
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

レ
オ
ン
期
以
来
の
市
長
な
ど
が
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

　
議
員
の
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
i
的
研
究
は
、
単
に
個
々
の
議
員
の
諸
特
徴
を
調
べ
そ
の
結
果
を
集
積
し
た
も
の
に
留
ま
ら
な
い
。
一
般
的
に

い
っ
て
、
集
団
と
し
て
の
議
員
は
、
権
力
を
構
成
す
る
匿
名
の
存
在
や
、
単
な
る
政
治
的
意
見
の
代
弁
者
と
し
て
で
は
な
く
、
当
該
社
会
を
代

表
し
、
そ
こ
で
の
政
治
的
・
社
会
的
勢
力
の
あ
り
方
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
う
る
。
M
・
ア
ギ
ュ
ロ
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
当
該
社
会
を
「
単
に
政
治
的
に
の
み
な
ら
ず
社
会
的
に
も
人
類
学
的
に
も
表
わ
し
て
い
る
し
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
動
向
を
う
け
、
第
三
共
和
政
前
半
期
に
お
け
る
パ
リ
の
ロ
ー
カ
ル
エ
リ
ー
ト
を
研
究
し
、
そ
れ
を
首
都
と
し
て
の
、

ま
た
都
市
と
し
て
の
パ
リ
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
解
釈
す
る
こ
と
を
目
標
の
一
つ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
パ
リ
の
政
治
史

を
＝
疋
程
度
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
パ
リ
社
会
の
把
握
に
つ
な
げ
う
る
で
あ
ろ
う
。
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他
方
、
時
代
的
枠
組
み
と
し
た
第
三
共
和
政
前
半
期
は
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
支
配
層
交
代
期
の
　
つ
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い

る
。
か
つ
て
、
急
進
主
義
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
レ
オ
ン
・
ガ
ン
ベ
ッ
タ
が
、
第
三
共
和
政
が
成
立
し
て
間
も
な
い
一
八
七
二
年
に
、
「
新
た
な

社
会
階
層
⇒
o
聡
く
Φ
頴
ω
o
O
償
。
げ
Φ
ω
の
0
9
鋤
Φ
ω
」
で
あ
る
中
間
層
（
職
人
、
商
店
主
、
小
規
模
実
業
家
、
事
務
職
員
、
中
・
下
級
公
務
員
な
ど
）
が
権
力

の
座
に
着
く
時
代
が
到
来
す
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
た
。
制
度
と
し
て
の
共
和
政
は
一
八
七
〇
年
代
を
通
じ
て
確
立
し
、
一
八
八
○
年
代
に
共

和
主
義
的
諸
改
革
が
実
現
さ
れ
た
後
、
世
紀
転
換
期
に
は
急
進
派
が
政
権
を
掌
握
す
る
こ
と
に
な
る
。
ガ
ン
ベ
ッ
タ
が
予
見
し
、
そ
し
て
共
和

主
義
者
や
急
進
派
が
盛
ん
に
主
張
し
た
支
配
層
の
交
代
は
実
現
し
た
の
か
、
ま
た
、
実
現
し
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
当
時
の
政
治
的
変
動
と
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

よ
う
に
連
関
し
て
い
る
の
か
、
な
ど
を
歴
史
家
は
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
論
文
で
は
、
か
か
る
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
第
三
共
和
政

前
半
期
の
パ
リ
市
議
会
議
員
を
と
り
あ
げ
、
彼
ら
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
治
的
変
動
が
社
会
階
層
の
交
代
と
ど
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の
程
度
関
連
し
て
い
る
の
か
を
調
べ
る
こ
と
を
も
目
標
と
す
る
。

　
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
研
究
の
遂
行
上
、
最
大
の
問
題
点
の
一
つ
は
、
必
要
な
情
報
を
、
対
象
と
す
る
集
団
の
構
成
要
素
全
て
に
つ
い
て
提

供
し
う
る
よ
う
な
史
料
を
い
か
に
し
て
見
出
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
出
自
、
結
婚
、
経
歴
な
ど
、
詳
細
に
知
る
こ
と
が

概
し
て
困
難
な
情
報
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
パ
リ
市
議
会
議
員
に
か
ん
す
る
行
政
文
書
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
存
す

る
史
料
を
網
羅
的
に
閲
覧
し
、
そ
こ
か
ら
必
要
と
す
る
デ
ー
タ
を
拾
い
集
め
る
と
い
う
方
法
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
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そ
の
た
め
、
ま
ず
、
戸
籍
や
登
記
文
書
な
ど
理
論
上
全
て
の
議
員
に
つ
い
て
存
在
す
る
史
料
や
、
国
や
県
の
年
報
な
ど
全
て
の
議
員
に
つ
い
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て
等
し
く
情
報
を
提
供
し
う
る
史
料
を
精
査
し
た
。
続
い
て
、
そ
れ
ら
を
、
人
名
事
典
、
親
電
や
雑
誌
の
計
報
欄
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公
務
員
の
個
人
文
書
、
レ
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ジ
オ
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・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
授
与
の
際
の
審
査
文
書
、
警
察
報
告
、
な
ど
で
補
っ
た
。
収
集
さ
れ
た
情
報
の
詳
細
さ
は
、
議
員
に
よ
っ
て
多
少
異

な
る
。
ま
た
、
結
婚
の
よ
う
に
情
報
が
欠
け
て
い
る
場
合
が
多
い
項
目
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
ア
プ
ロ
～
チ
は
、
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団
と
し
て
の
パ
リ
市
議
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議
員
に
か
ん
し
て
、
十
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に
意
義
の
あ
る
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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第
一
章
　
第
三
共
和
政
期
の
パ
リ
市
議
会
と
そ
の
政
治
的
変
遷

議
員
の
全
体
的
分
析
に
入
る
前
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
パ
リ
の
市
制
度
と
市
議
会
内
の
政
治
勢
力
の
変
遷
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（㎜

j
パ
リ
の
市
制
度

第三共和政期のパリ市議会議員（長井）

　
パ
リ
市
議
会
の
歴
史
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
が
一
八
○
○
年
に
首
都
パ
リ
に
与
え
た
特
殊
な
市
制
度
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ

て
い
る
。
大
枠
で
は
一
九
七
七
年
ま
で
存
続
し
た
こ
の
制
度
は
、
大
き
く
二
つ
の
特
徴
を
も
つ
。
一
つ
は
、
市
に
対
す
る
国
家
の
監
督
の
強
さ
、

も
う
一
つ
は
、
県
と
市
の
重
層
性
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
な
市
制
度
は
、
単
に
首
都
と
し
て
の
パ
リ
の
特
別
な
地
位
に
の
み
起
因
す
る
も
の
で
は

な
い
。
パ
リ
の
歴
史
そ
の
も
の
が
そ
こ
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
り
は
、
フ
ラ
ン
ス
史
の
な
か
で
起
こ
っ
た
数
多
く
の
革
命

や
蜂
起
の
舞
台
で
あ
っ
た
。
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
マ
ル
セ
ル
の
乱
、
フ
ロ
ン
ド
の
乱
、
そ
し
て
大
革
命
以
来
の
体
制
交
代
を
引
き
起
こ
し
た
諸
事
件

は
い
ず
れ
も
パ
リ
で
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
国
家
は
パ
リ
に
対
し
て
あ
る
種
の
警
戒
心
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
首
都
の
市
制
度
を
規
定

す
る
諸
法
は
い
ず
れ
も
こ
の
国
家
が
パ
リ
に
対
し
て
も
つ
警
戒
心
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
自
治
体
行
政
の
基
礎
を
築
い
た
共
和
歴
八
年
雨
月
二
八
日
（
一
八
○
○
年
二
月
一
七
日
）
の
法
は
、
首
都
パ
リ
に
か
ん
し
て
は
国
家
に

布
行
政
の
大
幅
な
権
限
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
パ
リ
を
含
む
セ
ー
ヌ
県
は
、
セ
ー
ヌ
県
知
事
と
警
視
総
監
の
二
人
の
国
家
官
僚
に
よ
り
統

治
さ
れ
、
県
知
事
は
専
ら
県
の
行
政
業
務
を
、
警
視
総
監
は
警
察
業
務
を
そ
れ
ぞ
れ
担
っ
て
い
た
。
ま
た
、
パ
リ
に
は
市
長
が
お
ら
ず
、
こ
の

二
人
の
国
家
官
僚
が
市
長
の
権
限
を
行
使
し
て
い
た
。

　
同
法
は
、
二
四
名
の
任
命
議
員
か
ら
成
る
セ
ー
ヌ
県
議
会
を
設
置
し
、
そ
れ
に
パ
リ
市
議
会
の
機
能
を
果
た
さ
せ
て
い
た
。
独
立
し
た
市
議

会
が
首
都
に
置
か
れ
る
に
は
、
七
月
王
政
期
の
一
八
三
四
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
市
議
会
議
員
の
選
出
方
法
も
、
パ
リ
市
制
度
の

特
殊
性
を
窺
わ
せ
る
。
普
通
選
挙
の
原
則
を
確
立
し
た
第
二
共
和
政
以
降
、
第
二
帝
政
末
に
至
る
ま
で
、
他
の
市
町
村
議
会
の
メ
ン
バ
ー
が
普
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①

通
選
挙
で
選
出
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
パ
リ
で
は
中
央
政
府
に
よ
る
任
命
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
監
督
の
強

さ
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
首
都
パ
リ
の
特
殊
な
市
制
度
は
、
一
九
七
七
年
の
改
革
に
よ
り
、
歴
史
上
初
め
て
パ
リ
に
恒
常
的
な
市
長
職
が
置

か
れ
、
現
在
大
統
領
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ラ
ク
が
そ
の
地
位
に
就
い
た
時
ま
で
、
お
よ
そ
二
世
紀
近
く
も
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
第
三
共
和
政
の
成
立
は
パ
リ
の
歴
史
の
な
か
で
大
き
な
転
換
点
と
な
る
。
共
和
政
の
成
立
直
後
に
公
布
さ
れ
た
一
八
七
一
年
四
月

一
四
日
の
法
は
、
パ
リ
市
議
会
議
員
の
男
子
普
通
選
挙
に
よ
る
選
出
を
定
め
、
ま
た
議
会
の
権
限
を
拡
大
し
た
。
こ
れ
以
後
市
議
会
は
単
な
る

県
知
事
の
諮
問
機
関
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
第
三
共
和
政
下
で
も
、
セ
ー
ヌ
県
知
事
が
市
行
政
の
な
か
で
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
市
議
会
を
招

集
す
る
の
は
県
知
事
で
あ
り
、
市
議
会
自
ら
の
意
志
で
開
会
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
県
知
事
と
警
視
総
監
は
い
ず
れ
も
市
議
会

の
会
議
に
出
席
し
、
自
由
に
寒
雷
す
る
権
利
を
有
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
法
で
定
め
ら
れ
た
権
限
に
か
ん
し
て
も
、
一
八
八
四
年
の
地
方
自
治

②法
は
パ
リ
に
は
そ
の
一
部
が
適
用
さ
れ
た
の
み
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
が
大
枠
で
存
続
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
市
議
会
は
市
に
か
ん

す
る
事
柄
を
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
で
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
大
き
な
変
化
は
、
男
子
普
通
選
挙
に
よ
る
議
員
の
選
出

が
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
一
八
七
一
年
四
月
一
四
日
の
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
パ
リ
市
議
会
議
員
は
、
定
数
八
○
名
と
さ
れ
、
パ
リ
に
八
○
あ
る
街
区
ρ
舞
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

馬
田
を
選
挙
区
と
し
て
二
回
投
票
制
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
パ
リ
市
議
の
任
期
は
三
年
で
、
一
八
九
六
年
に
は
こ
れ
が
四
年
に

延
長
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
三
共
和
政
以
前
と
右
様
、
パ
リ
市
議
は
同
時
に
セ
ー
ヌ
県
議
で
も
あ
る
た
め
、
他
の
県
議
会
議
員
職
を
兼
ね
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
④

は
で
き
な
か
っ
た
。

　
公
選
の
市
議
会
は
、
任
命
制
の
そ
れ
に
比
べ
て
市
行
政
の
な
か
で
よ
り
自
立
性
が
高
く
、
国
家
権
力
と
対
立
す
る
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。
ま

た
、
議
会
内
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
勢
力
が
併
存
し
、
市
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と
に
も
な
る
。
実
際
に
、
第
三
共
和
政
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
パ
リ
の
市
行
政
は
、
市
と
国
家
の
頻
繁
な
対
立
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第三共和政所のパリ市議会議員（長井）

（
二
）
　
パ
リ
市
議
会
の
政
治
的
変
遷

　
本
研
究
は
パ
リ
市
議
会
議
員
と
い
う
地
方
政
治
家
の
集
団
を
対
象
に
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
議
員
の
諸
特
徴
の
分
析
は
そ
の
政
治
的
傾
向

と
関
連
づ
け
な
が
ら
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
今
日
の
よ
う
な
組
織
化
さ
れ
た
政
党
が
ほ
と
ん
ど
存
在

し
な
か
っ
た
た
め
、
各
議
員
の
政
治
的
傾
向
を
調
べ
る
作
業
は
容
易
で
な
い
。
本
稿
で
は
、
選
挙
時
の
「
政
治
的
分
類
黙
ρ
器
竃

℃
○
一
一
9
器
」
と
議
会
内
会
派
へ
の
所
属
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
、
議
員
の
政
治
的
傾
向
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
た
。
ま
ず
、
異
な
る
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

意
見
を
も
つ
薪
聞
の
報
道
す
る
選
挙
結
果
を
交
差
的
に
調
べ
、
各
議
員
の
政
治
的
傾
向
を
決
定
し
た
。
そ
こ
に
、
や
は
り
願
誓
な
ど
に
報
道
さ

れ
る
議
会
内
会
派
の
動
き
と
、
そ
れ
ら
へ
の
議
員
の
所
属
を
調
べ
る
こ
と
で
、
多
少
の
修
正
を
加
え
た
。
表
1
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
な
っ
た
パ
リ
市
議
会
の
政
治
的
変
遷
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
議
員
の
政
治
的
傾
向
を
、
モ
ー
リ
ス
・
ア
ギ
ュ
ロ
ン
ら
が
市
長
に

つ
い
て
行
っ
た
研
究
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
た
分
類
に
基
づ
き
、
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
、
六
つ
の
大
き
な
党
派
に
分
類
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

基
準
と
な
っ
た
政
治
的
傾
向
は
、
分
析
の
都
合
上
、
初
当
選
時
の
も
の
に
統
一
し
て
い
る
。

　
対
象
と
す
る
時
代
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
～
の
時
代
は
一
八
七
一
年
か
ら
～
八
八
～
年
ま
で
で
あ
り
、
穏
健
共
和
派

か
ら
急
進
派
へ
と
市
議
会
の
支
配
権
が
移
行
し
て
ゆ
く
時
代
に
あ
た
る
。
一
八
七
一
年
の
第
一
回
普
通
選
挙
で
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
直
後
と
い
う

状
況
の
た
め
、
保
守
派
が
多
数
を
占
め
た
が
、
以
後
共
和
主
義
者
は
着
実
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
選
挙
で
は
そ
れ

ほ
ど
政
治
的
対
立
が
明
確
で
は
な
く
、
ま
た
議
会
内
で
も
恒
常
的
に
組
織
さ
れ
た
会
派
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
第
二
期
は
、
一
八
八
一
年
か
ら

一
九
〇
〇
年
ま
で
で
、
急
進
派
の
優
位
が
続
く
一
方
で
、
社
会
主
義
者
勢
力
が
台
頭
し
、
世
紀
宋
に
は
急
進
派
と
の
連
立
を
実
現
、
議
長
の
座

を
占
め
る
ま
で
に
な
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
は
、
選
挙
戦
で
も
議
会
内
で
も
、
パ
リ
の
特
殊
な
市
調
度
を
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
な
方
向
へ
改
革
す
る

必
要
性
が
議
論
さ
れ
、
と
く
に
急
進
派
が
そ
の
要
求
を
明
確
に
掲
げ
て
い
た
。
市
制
度
改
革
は
時
と
し
て
市
議
会
内
の
党
派
を
分
け
る
分
水
嶺

と
さ
え
な
っ
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
要
求
が
実
現
さ
れ
る
の
が
は
る
か
後
の
第
五
共
和
政
下
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
第
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表1　パリ市議会の政治的変遷

　致治的傾向

I挙の年

社会主義者 急進派／急進

ﾐ会主義者

穏健共和派／

ｳ所属共和派

^進歩派

保守共和派 保守派／王党

h／帝政派
ブーランジ

Xト／ナシ
㏍iリスト

1871（a） ユ4 27 23 14

ユ874 36 31 3 10

1878 35 41 1 3

1881 39 32 1 8

1884 2 35 33 10

1887 10 46 13 11

1890 10 35 ユ9 14 2

ユ893 14 33 17 13 3

1896 19 33 17 11

1900 20 ユ4 8 10 28

1904 26 18 4 11 21

1908（b） 21（10） 22 28 9

1912（b） 23（15） 14 33 10

註（a）重複当選のため、この年の議員総数は78である。

　（b）かっこ内はSFIO議員の数。

表2　政治党派ごとの議員数
　　　　　　政治党派初当選の年

計 極左 左派 中道左派 中道右派 右派 極右

1871－1881 174 1 65 66 23 14 5

1881－1900 186 36 50 55 23 ユ2 10

1900一ユ9ユ4 92 15 10 18 13 7 29

計 452 52 ユ25 ユ39 59 33 44

表2の分類基準

極左 左派 中道左派 中道右派 右派 極右

ユ87レ1887 社会主義

ﾒ
急進派／自治

蜍`者
穏健共和

h
保守共和派 保守派 王党派、帝

ｭ派

1887－1900 社会主義

ﾒ
急進社会主義
ﾒ（a）

急進派 穏健共和派／無

椛ｮ共和派／
uーランジスト

保守派 王党派

ユ900－1905 ブランキ

Xト

ブルス派 急進派 共和派 保守派 ナショナリ

Xト

1905－1914 SFIO 独立社会主義

ﾒ
急進派 進歩派／反主流

}進派／ARD
保守派 ナショナリ

Xト

註くa）社会主義者に近い急進派で、自治・社会主義者グループに舶入している議員。
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第三共和二期のパリ市議会議員（長井）

三
期
は
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
で
あ
り
、
ド
レ
フ
ユ
ス
事
件
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
台
頭
の
な
か
、
保
守
が
一
九
〇
〇
年
に

初
め
て
市
権
力
を
掌
握
し
、
最
終
的
に
は
一
九
〇
九
年
に
今
日
ま
で
続
く
保
守
市
政
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
市
政
の
変
遷
は
、
同
時
期
の
パ
リ
に
お
け
る
国
政
選
挙
の
結
果
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
当
時
の
市
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

選
挙
の
政
治
性
が
極
め
て
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
政
治
的
変
遷
を
地
理
的
に
み
れ
ば
、
市
内
の
東
一
西
と
、
中
央
一
周
縁
と
い
う
二
つ
の
軸
を
境
に
し
て
、
投
票
傾
向
が
明
ら
か
に
異
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
地
図
参
照
）
。
概
し
て
、
東
部
、
周
辺
部
ほ
ど
左
翼
の
勢
力
が
強
く
、
ま
た
西
部
、
中
央
部
に
近
づ
く
ほ
ど
右
翼
が

強
か
っ
た
。
急
進
派
は
、
西
部
の
＝
ハ
区
を
除
く
周
辺
区
と
、
三
区
、
四
区
、
五
区
、
　
一
区
な
ど
中
央
部
の
罠
衆
的
地
区
を
主
た
る
地
盤
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
周
辺
区
は
次
第
に
社
会
主
義
者
の
「
封
地
」
へ
と
変
わ

地図　パリとその行政区分
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地図上の数字は区の番号である。また，この地図には示
されていないが，各区は四つの街区から構成されている。

っ
て
ゆ
く
。
～
方
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
を
除
く
保
守
系
の
議
員
は
、
七
区
、
八
区

と
い
う
名
だ
た
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
地
区
の
ほ
か
、
六
区
と
九
区
の
一
部
に
根
づ
い
て

い
た
。
ま
た
、
穏
健
共
和
派
は
、
中
央
部
の
右
岸
、
と
く
に
一
区
、
二
区
、
九
区
、

｝
○
区
に
お
い
て
多
く
の
議
員
を
選
出
し
て
い
た
。

　
な
お
、
議
員
の
交
代
に
か
ん
し
て
は
、
対
象
と
す
る
第
三
共
和
政
前
半
期
を
通

じ
て
、
と
く
に
大
規
模
に
交
代
が
進
ん
だ
よ
う
な
時
期
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

四
三
年
問
に
＝
二
度
実
施
さ
れ
た
市
議
会
議
員
選
挙
の
結
果
、
市
議
会
の
構
成
員

は
徐
々
に
更
断
さ
れ
て
ゆ
く
。
一
九
〇
〇
年
ま
で
は
、
全
体
改
選
ご
と
に
三
〇
名

か
ら
三
五
名
程
度
の
議
員
が
初
当
選
を
果
た
し
て
い
た
。
一
九
〇
〇
年
以
降
は
交

代
の
度
合
い
は
若
干
弱
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
議
会
の
政
治
的
変
遷
を
み
た

際
に
確
認
さ
れ
た
、
一
八
八
一
年
と
｝
九
〇
〇
年
の
断
絶
は
、
市
議
の
交
代
と
い
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う
形
で
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
表
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

①
一
八
○
○
年
か
ら
一
八
三
四
年
ま
で
、
事
実
上
の
パ
リ
市
議
で
あ
っ
た
セ
ー
ヌ

　
県
議
会
議
貝
は
、
中
央
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
議
員
定
数
は
二
四
名
、
任
期
は

　
三
年
で
あ
っ
た
。
　
一
八
三
四
年
四
月
二
Q
日
の
法
は
、
制
限
選
挙
の
、
原
則
を
パ
リ

　
に
適
用
す
る
。
パ
リ
に
は
、
セ
ー
ヌ
県
議
会
か
ら
独
立
し
た
市
議
会
が
概
か
れ
、

　
任
期
九
年
の
三
六
名
の
議
員
が
、
パ
リ
に
＝
　
あ
る
区
費
3
昌
匪
。
・
。
。
Φ
臼
Φ
艮
か
ら

　
そ
れ
ぞ
れ
三
名
つ
つ
選
撫
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
市
議
会
議
員
ヨ
六
名
は

　
全
員
が
同
時
に
セ
ー
ヌ
県
議
会
議
員
で
も
あ
っ
た
が
、
県
議
会
に
は
さ
ら
に
郊
外

　
の
選
挙
区
を
代
表
す
る
八
名
の
議
員
が
い
た
。
第
二
共
和
政
は
再
び
議
員
の
任
命

　
制
を
復
活
さ
せ
る
。
こ
れ
以
後
、
墨
譜
帝
政
末
ま
で
、
一
八
五
九
年
の
パ
リ
の
市

　
域
拡
大
に
伴
い
議
員
定
数
が
三
六
名
か
ら
六
〇
名
へ
と
増
や
さ
れ
た
こ
と
を
除
け

　
ば
、
市
議
会
の
権
限
や
議
員
選
出
方
法
に
大
き
な
変
更
は
な
い
。

②
こ
の
法
は
、
と
り
わ
け
市
町
村
の
議
会
の
決
定
権
を
拡
大
し
、
予
算
の
編
成
、

　
地
域
に
か
ん
す
る
公
共
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
棚
設
や
廃
止
な
ど
、
相
当
の
自
立
性
を
自

　
治
体
に
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

③
な
お
、
こ
の
選
挙
制
度
は
パ
リ
に
の
み
適
用
さ
れ
て
お
り
、
他
の
市
町
村
議
会

　
の
議
員
は
名
簿
制
投
票
に
よ
り
選
出
さ
れ
て
い
た
。

④
セ
ー
ヌ
県
議
会
に
は
、
八
O
名
の
パ
リ
市
議
全
員
の
他
に
、
八
名
の
郊
外
選
出

　
議
員
が
い
た
。

⑤
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
O
》
奪
い
》
幻
U
（
｝
舞
§
①
）
w
《
0
。
p
ω
Φ
臨
馨
巳
・

　
o
な
銑
価
⑦
℃
鼠
ω
簿
温
葛
ご
b
巴
置
導
Φ
窟
H
芭
象
（
一
。
。
刈
O
－
一
。
。
8
）
y
切
ミ
ミ
§
譜
隷

　
砺
。
無
巌
賊
S
蹄
§
越
ミ
。
譜
ミ
ぶ
p
o
．
一
ω
し
り
G
。
鱒
も
や
刈
山
①
を
参
照
の
こ
と
。
こ
の

　
論
文
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
四
年
か
ら
一
八
八
七
年
の
三
年
間
に
市
議
会
が
行
っ
た

　
決
定
の
う
ち
一
八
が
政
府
に
よ
っ
て
無
効
と
さ
れ
た
。

⑥
本
研
究
の
た
め
に
閲
覧
し
た
新
聞
は
、
肉
§
営
寒
奏
Q
ミ
§
黄
§
§
ミ
N

　
寒
吻
薮
曹
β
譜
ミ
紺
闇
闇
ひ
皆
目
尉
愚
N
ヘ
ミ
昼
ミ
曹
鳶
ミ
黄
肉
偽
ミ
ミ
ト
沁
§
翼

　
沁
愚
N
へ
建
ミ
ミ
智
醤
ミ
鍔
“
勲
時
N
ぶ
§
、
壱
砺
の
各
紙
で
あ
る
。

⑦
表
ユ
は
、
各
選
挙
の
際
に
当
選
し
た
議
員
の
政
治
的
傾
向
を
示
し
た
も
の
で
あ

　
る
。
こ
こ
で
は
、
表
2
と
は
異
な
り
、
同
一
の
議
員
が
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
政

　
治
的
傾
向
に
分
類
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
な
お
、
市
議
会
選
挙
の
全
体
改
選

　
は
、
～
八
七
【
年
、
一
八
七
四
年
、
～
八
七
八
年
、
一
八
八
一
年
、
｝
八
八
四
年
、

　
…
八
八
七
年
、
一
八
九
〇
年
、
一
八
九
三
年
、
～
八
九
六
年
、
　
一
九
〇
〇
年
、
一

　
九
〇
四
年
、
～
九
〇
八
年
、
一
九
＝
～
年
の
計
一
三
回
行
わ
れ
た
。
こ
れ
以
外
に
、

　
補
欠
選
挙
が
不
定
期
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

⑧
以
下
、
本
稿
の
表
に
お
け
る
年
代
は
、
い
ず
れ
も
議
員
の
初
当
選
の
年
を
基
準

　
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑨
O
掌
渕
∪
（
ド
。
9
ω
y
§
ミ
七
月
王
政
下
に
制
限
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
時
に
は
、

　
パ
リ
市
議
会
選
挙
で
は
政
府
支
持
派
が
勝
利
を
収
め
て
い
た
の
に
対
し
、
パ
リ
に

　
お
け
る
下
院
議
員
選
挙
で
は
反
政
府
派
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時

　
の
市
議
会
選
挙
の
政
治
姓
の
弱
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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第
二
章
市
議
会
議
員

本
章
で
は
、
第
三
共
和
政
前
半
期
の
パ
リ
市
議
会
議
員
四
五
二
名
を
、
出
自
、
結
婚
、
職
業
、
経
歴
の
観
点
か
ら
分
析
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
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間
の
相
関
関
係
を
探
る
。

（一

j
　
出

自

　
「
能
力
主
義
日
伽
艮
。
。
韓
一
①
」
は
第
三
共
和
政
の
半
ば
公
的
な
価
値
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
の
領
域
と
同
様
に
政
治
の
世
界
で
も

必
ず
し
も
こ
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
身
び
い
き
賦
く
。
馨
置
日
Φ
」
が
時
と
し
て
幅
を
利
か
せ
て
い
た
。
出
自
は
こ
の
後
者

の
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
政
治
の
民
主
化
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
第
三
共
和
政
に
お
い
て
、
出
自
の
も
つ
重
み
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
か
は
、
エ
ス
テ
ー
プ
の
研
究
に
よ
っ
て
部
分
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
大
臣
の
間
で
は
、
伝
統
的
な
名
士
の
子
息
が

徐
々
に
勢
力
を
失
い
、
代
わ
っ
て
民
衆
層
出
身
者
が
台
頭
し
て
く
る
も
の
の
、
そ
の
過
程
は
断
続
的
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
道
徳
秩
序
」
が
共

和
派
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
た
一
八
七
七
年
の
総
選
挙
と
、
宗
教
問
題
が
紛
糾
す
る
な
か
で
左
翼
連
合
が
勝
利
を
収
め
た
一
九
〇
二
年
の
総
選
挙
で

急
速
に
進
行
し
た
。
で
は
、
パ
リ
市
議
会
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
｝
般
に
、
議
員
の
社
会
的
出
自
を
知
る
上
で
有
効
な
史
料
は
、
そ
の
回
想
録
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
共
和
政
の
パ
リ
布
議
会
議
員
の
な
か

で
回
想
録
を
残
し
た
者
は
稀
で
あ
り
、
ま
た
、
議
員
全
体
を
代
表
す
る
よ
う
な
人
物
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
研
究
で
は
、
父

親
の
職
業
を
議
員
の
社
会
的
出
自
の
基
準
と
し
、
戸
籍
を
史
料
に
し
て
そ
れ
を
調
べ
た
。
そ
の
結
果
を
、
表
3
と
表
4
に
示
し
て
い
る
。

　
議
員
を
そ
の
出
自
に
よ
り
、
民
衆
層
、
知
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
経
済
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
三
集
団
に
分
け
て
み
る
。
民
衆
層
は
、
職
人
も

含
め
た
労
働
者
（
七
九
名
）
と
、
社
会
的
に
は
比
較
的
そ
れ
に
近
い
商
店
主
（
三
〇
名
）
、
事
務
職
員
（
三
五
名
）
、
農
民
（
～
六
名
）
か
ら
な
り
、

全
体
の
三
八
・
三
％
（
一
六
〇
名
）
を
占
め
る
。
知
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
範
疇
に
は
、
管
理
職
＄
締
Φ
ω
（
中
級
事
務
職
員
、
公
務
員
、
技
師
、
教

師
な
ど
、
計
五
四
名
）
、
高
級
官
僚
（
二
二
名
）
、
専
門
職
（
六
三
名
）
が
含
ま
れ
、
全
体
の
三
三
・
二
％
（
一
三
九
名
）
を
占
め
る
。
経
済
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
は
、
商
工
業
者
と
不
動
塵
所
有
者
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
八
六
名
と
三
四
名
、
併
せ
て
全
体
の
二
八
・
六
％
（
～
二
〇
名
）
に
な
る
。

　
民
衆
層
出
身
の
議
員
は
主
と
し
て
左
翼
（
以
下
の
本
稿
で
は
、
こ
の
語
は
中
道
左
派
か
ら
極
左
ま
で
を
指
す
）
、
と
く
に
極
左
を
構
成
す
る
社
会
主
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表3　議員の社会的出自（政治党派別）

計 極左 左派 中左 中右 右派 極右

民　　　　　　衆　　　　　　層 　160
i38．3）

　　37
i78．8）

　　47
i40．1）

　　53
i42．フ）

　　11
i19．7）

　　4
i12．1）

　　8
i19．0）

農　　　　　　　　　　　　民 　ユ6
i3．8）

　　3
i6．4）

　　6
i5．1）

　　6
i4。8）

　　ユ

i1．8）

労　　　　　働　　　　　者 　　79
i18．9）

　　18
i38．3）

　　27
i23．1）

　　23
i18，5）

　　6
i10．7）

　　3
i9．1）

　　2
i4。8）

事　　　務　　　職　　　員 　35
i8．4）

　　10
i21．3）

　　6
i5．1）

　　15
i12，1）

　　ユ

iL8）
　　3
i7．1）

商　　　　　店　　　　　主 　30
i7．2）

　　6
iユ2．8）

　　8
i6．8）

　　9
i7，3）

　　3
i5．4）

　　1
i3，0）

　　3
i7．ユ）

経　済　ブ　ル　ジ　ョ　ワ　ジー 　120
i28．6）

　　2
i4．2）

　　36
i30．8）

　　36
i29．D

　　21
i37．5）

　　13
i39。4）

　　12
i28．5＞

商　　　工：　　　業　　　者 　　86
i20．5）

　　1
i2．1）

　　24
i20．5）

　　28
i22．6）

　　18
i32．1）

　　7
i21．2）

　　8
i19．0）

実　　　　　業　　　　　家 25 5 7 6 3 4

大　　　　　商　　　　　人 48 1 16 14 11 3 3

そ　　　　　の　　　　　他 11 3 7 1

銀　　　　　行　　　　　家 2 1 1

不　　動　　産　　所　　有　　者 　34
i8．1）

　　1
i2．1）

　　12
i10．3）

　　8
i6．5）

　　3
i5．4）

　　6
i18．2）

　　4
i9．5）

知　的　ブ　ル　ジ　ョ　ワ　ジー 　139
i33．2）

　　8
iη，0）

　　34
i29．1）

　　35
i28．2）

　　24
i42．8）

　　16
i48．5）

　　22
i52．3＞

管　　　　　理　　　　　職 　　54
i12，9）

　　6
i12．8）

　　14
i12．0）

　　15
i12．1）

　　6
i10．7）

　　3
i9．1）

　　10
i23。8）

中　　級　　事　　務　　職　　員 25 1 9 6 3 1 5

技　　　　　　　　　　師 8 2 1 3 2

軍　　　　　　　　　　人 10 1 1 3 ユ 2 2

教　　　　　　　　　　師 11 2 3 3 2 1

高　　　級　　　官　　　僚 　22
i5．3）

　　1
i2．1）

　　5
i4．3）

　　4
i3．2）

　　4
i7．1）

　　4
i12。1）

　　4
i9．5）

窟　　　　　　　　　　僚 8 1 1 2 2 2

判　　　　　　　　　　事 8 2 2 1 2 ユ

国　務　院　評　定　宮 1 ユ

将　　　　　　　　　　　軍 2 2

大　　　学　　　教　　　授 3 1 1 1

専　　　　　門　　　　　職 　　63
iユ5．0）

　　1
i2．1）

　　15
i12．8）

　　16
i12．9）

　　14
i25．0）

　　9
i27．3）

　　8
iユ9．0）

法　　　　　曹　　　　　家 37 1 6 7 11 7 5

医　　師・　　薬　　剤　　師 17 5 7 1 2 2

文筆家・ジャーナリスト 2 1 1

そ　　　　　の　　　　他 7 4 1 2

不　　　　　　　　　　　　　明 33 5 8 15 3 2

総　　　　　　　　　　　　　計 452 52 125 139 59 33 44

註　かっこ内の数値は、縦列内でのパーセンテーージ。
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　　　　　　　　　　　　　　表4　議員の社会的出自（時代別）

計 1871－1881 1881－1900 1900－1914

民　　　　　　衆　　　　　　層 　160
i38．3）

　　45
i28．3）

　　79
i45．9）

　　36
i4L3）

農　　　　　　　　　　　　民 　16
i3．8）

　　2
iユ．3）

　11
i6．4）

　　3
i3。4）

労　　　　　働　　　　　　者 　　79
i18．9）

　　22
i13．8）

　　41
i23．8）

　　16
i18．4）

廓　　　務　　　職　　　員 　35
i8．4）

　　7
i4．4）

　　19
i11．0）

　　9
i10，3）

商　　　　　店　　　　　主 　30
i7。2）

　14
i8．8）

　　8
i4．7）

　　8
i9。2）

経　済　ブ　ル　ジ　ョ　ワ　ジー 　120
i28．6）

　　58
i36．3）

　　43
i25．0）

　　19
i21．8）

商　　　工　　　業　　　者 　　86
i20．5）

　　46
i28．8）

　　30
i17．4）

　　10
i11．5）

実　　　　　業　　　　　家 25 14 7 4

大　　　　　商　　　　　入 48 24 20 4

そ　　　　　の　　　　　他 11 6 3 2

銀　　　　　行　　　　　家 2 2

不　　動　　産　　所　　有　　者 　34
i8．1）

　12
i7．5）

　13
i7．6）

　　9
i10．3）

知　的　ブ　ル　ジ　ョ　ワ　ジー 　139
i33．2）

　　57
i35．4）

　　50
i29．1）

　　32
i36．9）

管　　　　　理　　　　　　職 　　54
i12．9）

　　16
i10，0）

　　22
i12．8）

　　16
iユ8．4）

中　級　　菓　　務　　職　　員 25 8 7 10

技　　　　　　　　　　師 8 2 4 2

軍　　　　　　　　　　人 10 3 3 4

教　　　　　　　　　　師 11 3 8

高　　　級　　　官　　　僚 　22
i5．3）

　12
i7．5）

　　7
i4。1）

　　3
i3．4）

宮　　　　　　　　　　僚 8 4 2 2

判　　　　　　　　　　事 8 5 2 1

国　務　院　評　定　官 1 1

将　　　　　　　　　　　軍 2 2

大　　　学　　　教　　　授 3 1 2

専　　　　　門　　　　　職 　　63
i15．0）

　　29
i18，1）

　　21
i12．2）

　　13
i14。9）

法　　　　　曹　　　　　家 37 17 10 10

医　師・　薬　剤　　師 17 9 6 2

文筆家・ジャーナリスト 2 1 1

そ　　　　　の　　　　　他 7 3 4

不　　　　　　　　　　　　　明 33 14 14 5

計 452 1フ4 186 92

註　かっこ内の数値は、縦軸内でのパーセンテージ。

51　（539）



義
者
に
多
く
み
ら
れ
る
。
党
派
別
に
み
れ
ば
、
血
道
左
派
と
中
道
右
派
の
間
に
一
つ
、
極
左
と
左
派
の
間
に
一
つ
、
計
二
つ
の
大
き
な
断
絶
が

み
ら
れ
る
。
民
衆
眉
出
身
の
議
員
が
占
め
る
割
合
は
、
極
左
で
は
実
に
四
人
に
三
人
（
七
八
・
八
％
）
に
達
す
る
が
、
左
派
と
中
道
左
派
で
は
二

人
に
一
人
以
下
で
あ
り
（
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
二
％
と
四
二
・
七
％
）
、
右
翼
（
以
下
の
本
稿
で
は
、
こ
の
語
は
極
右
か
ら
中
道
右
派
ま
で
を
指
す
）
で
は
五
人

に
一
人
に
も
満
た
な
い
（
一
九
・
七
％
、
一
二
・
一
％
、
一
九
％
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
社
会
的
出
自
が
議
員
の
政
治
的
傾
向
を
か
な
り
の
程
度
決

定
づ
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
時
代
ご
と
の
変
遷
を
み
る
と
（
表
4
）
、
民
衆
層
出
身
議
員
の
割
合
は
、
一
八
八
一
年
を
境
に
し
て
明
ら
か
に
増
え
て
お
り
、
そ
れ

に
反
し
て
経
済
・
知
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
比
重
が
二
丁
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
社
会
主
義
者
の
勢
力
拡
大
が
も
た
ら
し
た
市

議
会
議
員
職
の
民
主
化
の
表
わ
れ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
民
主
化
の
程
度
を
測
る
上
で
、
職
業
の
他
に
、
貴
族
の
存
在
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
貴
族
は
、
法
的
に
は
も
は
や
特
権
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
政
治
的
、
社
会
的
に
は
相
当
の
影
響
力
を
保

　
　
　
　
　
　
②

持
し
続
け
て
い
た
。
貴
族
の
政
治
的
没
落
は
、
第
三
共
和
政
期
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
下
院
に
お
け
る
貴
族
の
割
合
は
、
一
八
七
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
三
人
に
～
人
か
ら
減
少
を
続
け
、
一
九
一
〇
年
の
時
点
で
は
～
○
人
に
一
人
を
翻
り
込
む
に
ま
で
至
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
第
三
共
和
翼
下
の
パ
リ
市
議
会
で
は
、
明
ら
か
な
形
で
貴
族
的
出
自
を
掲
げ
る
者
は
、
四
五
二
名
敵
わ
ず
か
五
言
で
あ
っ
た
。
第
三
共
和
政

成
立
以
前
（
一
八
○
○
年
か
ら
一
八
七
〇
年
ま
で
）
の
パ
リ
市
議
会
で
は
、
議
員
二
九
八
宮
中
少
な
く
と
も
五
四
名
が
貴
族
で
あ
っ
た
こ
と
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
自
ら
の
社
会
的
地
位
の
拠
り
所
を
生
ま
れ
に
求
め
る
者
た
ち
に
と
っ
て
、
普
通
選
挙
は
相
当
な
試
練
だ
っ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ろ
う
。
実
際
、
別
稿
で
み
た
よ
う
に
、
七
月
王
政
下
に
導
入
さ
れ
た
制
限
選
挙
は
、
既
に
貴
族
に
不
利
に
働
い
て
い
た
。

　
貴
族
議
員
は
、
政
治
的
に
は
い
ず
れ
も
右
派
に
属
し
て
い
た
が
、
市
議
会
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
な
か
で
、

市
会
の
議
長
、
副
議
長
ポ
ス
ト
に
就
い
た
り
、
議
会
内
会
派
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
者
は
い
な
い
。
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表5　議員職に就いた父祖をもつ者の数とその割合

計 極左 左派 中左 中右 右派 極右

全　　　体 　　　63

i13．9）

　　　　1

i1．9）

　　　　19

i15．2）

　　　　19

i13．7）

　　　　6

i！0．2）

　　　　12

i36，4）

　　　　6

i13．6）

1871－1881 　　　　27

i15．5）

　　　　10

i15．4）

　　　　9

iユ3．6）

　　　　4

i17。4）

　　　　3

i21．4）

　　　　　1

i20．0）

188ユーユ900 　　　26

i14．0）

　　　　　1

i27。8）

　　　　8

i16．0）

　　　　8

i14．5）

　　　　1

i4．3）

　　　　5

i4L7）

　　　　3

i30．0）

1900－1914 　　　　10

i10，9）

　　　　　1

i10．0）

　　　　2

i11．1）

　　　　1

i7．7）

　　　　4

i57．1）

　　　　2

i6．9）

註　かっこ内はパーセンテージ。

　
父
親
の
職
業
を
通
し
て
み
た
社
会
的
出
自
は
、
確
か
に
議
員
の
経
歴
に
お
い
て
重
要
な
要
素
で
は

あ
る
が
、
必
ず
し
も
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
公
的
生
活
冨
く
δ
陰
げ
録
ρ
螺
①
（
本
稿
で
は
、
政
治

や
行
政
に
か
か
わ
る
領
域
を
指
す
）
へ
の
関
心
や
情
熱
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
家
族
の
な
か
で
受
け
継

が
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
何
ら
か
の
議
員
職
を
経
験
し
た
者
が
家
族
の
な
か
に
い
る
か

否
か
を
指
標
に
し
て
、
政
治
的
影
響
力
の
家
族
内
で
の
継
承
と
い
う
問
題
を
検
討
し
た
い
。

　
パ
リ
市
議
会
議
員
の
多
く
は
、
議
員
を
全
く
輩
出
し
な
か
っ
た
家
庭
に
生
ま
れ
て
い
た
。
四
五
二

名
匠
、
父
祖
も
し
く
は
伯
叔
父
の
父
祖
の
な
か
に
、
市
町
村
議
会
議
員
か
ら
国
会
議
員
に
至
る
ま
で

の
何
ら
か
の
議
員
職
を
経
験
し
た
者
を
も
つ
議
員
は
、
六
三
名
で
あ
っ
た
（
表
5
）
。
う
ち
、
圏
会

議
員
の
血
を
引
く
者
が
二
四
名
お
り
、
そ
の
な
か
で
別
名
が
大
臣
の
子
孫
で
あ
っ
た
。

　
政
治
党
派
別
に
み
れ
ば
、
「
議
員
の
家
」
に
生
ま
れ
た
者
の
割
合
が
最
も
低
い
の
は
主
と
し
て
社

会
主
義
者
か
ら
成
る
極
左
で
あ
り
（
一
・
九
％
）
、
逆
に
最
も
高
い
の
は
右
派
で
あ
る
（
三
六
・
四
％
）
。

こ
の
右
派
は
、
主
と
し
て
共
和
政
に
敵
対
的
な
保
守
主
義
者
か
ら
成
る
が
、
政
治
的
に
は
彼
ら
に
近

い
立
場
に
あ
る
一
九
〇
〇
年
以
前
の
極
右
議
員
も
、
や
は
り
多
く
が
政
治
家
を
蛮
出
し
て
い
た
家
に

生
ま
れ
て
い
た
。
他
方
、
同
じ
保
守
系
議
員
で
も
、
一
九
〇
〇
年
以
降
に
市
議
会
に
選
出
さ
れ
た
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
（
一
九
〇
〇
年
以
降
の
極
右
議
員
）
は
、
政
治
に
か
か
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
家

系
に
生
ま
れ
た
者
が
大
半
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
も
社
会
主
義
者
と
変
わ
る

と
こ
ろ
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
パ
リ
市
議
会
議
員
の
ほ
と
ん
ど
は
、
生
ま
れ
に
よ
ら
ず
自
ら
の
関
心
で
公
的
生
活

に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
市
議
の
議
席
の
獲
得
に
家
族
の
政
治
的
影
響
が
直
接
及
ん
だ
こ
と
は
稀
で
あ
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つ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
パ
リ
市
議
会
議
員
の
議
席
に
限
っ
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
扱
う
四
五
二
名
の
市
議
の
う
ち
、
パ
リ
布
議
会

議
員
を
父
に
も
つ
者
は
わ
ず
か
八
名
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
四
名
が
第
三
共
和
政
以
前
の
パ
リ
市
議
会
議
員
の
息
子
、
残
り
濡
髪
が
第
三
共
和

政
前
半
期
の
パ
リ
市
議
の
息
子
で
あ
っ
た
。
父
親
の
選
挙
区
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
者
は
脚
絆
し
か
お
ら
ず
、
う
ち
二
名
が
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ

ス
ト
、
一
名
が
共
和
主
義
者
で
あ
っ
た
。
父
－
子
以
外
に
調
査
対
象
を
広
げ
て
も
結
果
は
同
様
で
あ
り
、
祖
父
－
孫
間
で
の
議
席
継
承
が
一
件

み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
第
三
共
和
政
と
い
う
民
主
主
義
が
確
立
し
て
ゆ
く
時
代
に
お
い
て
、
パ
リ
の
よ
う
な
大
都
市
で
は
、
公
的
生
活
や
政
治
生

活
の
な
か
で
家
族
が
果
た
す
役
割
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
社
会
的
出
自
と
並
ん
で
議
員
の
性
格
を
知
る
上
で
重
要
な
指
標
で
あ
る
地
理
的
出
自
を
み
る
。

　
第
三
共
和
政
前
半
期
の
パ
リ
市
議
の
う
ち
、
地
元
パ
リ
で
生
ま
れ
た
者
は
ほ
ぼ
三
人
に
一
人
（
四
五
二
名
月
一
五
〇
名
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
割

合
は
、
当
時
の
パ
リ
人
口
全
体
に
お
け
る
パ
リ
出
身
者
の
割
合
よ
り
若
干
低
い
。
対
象
と
す
る
時
代
（
一
八
七
一
年
一
一
九
一
四
年
中
の
ほ
ぼ
中

間
に
位
置
す
る
一
八
九
六
年
の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
パ
リ
人
口
全
体
に
占
め
る
パ
リ
出
身
者
の
割
合
は
三
六
・
八
％
で
あ
っ
た
。

　
政
治
的
経
歴
と
出
生
地
を
連
関
さ
せ
て
分
析
す
る
と
、
地
方
出
身
者
は
国
政
を
志
向
す
る
傾
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
パ
リ
市
議
の
お
よ
そ
三
割
に
あ
た
る
；
孟
名
が
国
会
議
員
を
経
験
し
て
い
た
が
、
こ
の
多
く
は
地
方
出
身
者
で
あ
っ
た
。
地
方

も
し
く
は
植
罠
地
・
外
国
出
身
の
議
員
二
六
二
名
の
う
ち
、
国
会
議
員
に
な
っ
た
者
は
九
二
名
、
す
な
わ
ち
三
五
・
一
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

パ
リ
地
域
出
身
議
員
の
な
か
で
は
二
二
・
六
％
（
一
九
〇
名
品
璽
二
名
）
、
パ
リ
出
身
議
員
に
限
れ
ば
二
四
％
（
一
五
〇
名
園
三
六
名
）
で
し
か
な
い

の
で
あ
る
。
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（
二
）
結

婚

　
結
婚
は
、
一
般
に
社
会
的
上
昇
の
一
手
段
で
あ

る
が
、
と
く
に
政
治
家
に
と
っ
て
は
政
治
的
成
功

を
も
た
ら
し
う
る
。
本
研
究
で
は
、
パ
リ
市
議
会

議
員
の
経
歴
に
お
い
て
結
婚
が
果
た
し
た
役
割
を
、

戸
籍
の
婚
姻
証
を
手
掛
か
り
と
し
て
調
べ
た
。

　
ま
ず
、
得
ら
れ
た
情
報
か
ら
み
る
限
り
、
結
婚

は
社
会
的
上
昇
の
手
段
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
機
能

し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
表
6
は
市
議
の
父
親
と

義
父
の
職
業
を
交
差
的
に
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
自
身
よ
り
も
明
ら
か
に
高
い
出
自
の
女

性
と
結
婚
し
た
例
も
存
在
す
る
。
民
衆
層
に
属
す

る
者
は
、
市
議
の
父
親
の
間
で
は
三
五
名
で
あ
っ

た
が
（
こ
れ
は
同
時
に
義
父
の
職
業
が
判
明
し
て
い
る

事
例
に
限
っ
た
場
合
の
数
値
で
あ
る
）
、
そ
の
義
父
の

な
か
で
は
二
㎜
名
で
し
か
な
い
。
労
働
者
を
父
親

と
す
る
市
議
二
三
名
の
う
ち
、
三
拝
が
商
工
業
者

の
家
に
生
ま
れ
た
女
性
と
、
他
に
三
雲
が
専
門
職

表6　市議の父親と義父の職業

　　　義父

ヰe

判明 民衆

w 農民 労働

ﾒ
事務

E員

商店 経済

uル
Wョ
純
W
ー

商工

ﾆ者
不動

Y所
L者

知的

uル
Wョ
純
W
ー

管理

E
高級

ｯ僚
専門

E

民衆層 35 17 3 9 3 2 12 5 7 6 2 4

農民 1 0 1 1

労働者 23 11 1 6 3 1 8 3 5 4 1 3

事務職員 5 1 1 2 2 2 1 1

商店主 6 5 1 3 玉 1 1

経済ブル
Wョワジー

39 1 1 25 13 12 13 1 2 10

商工業者 27 1 1 19 10 9 7 1 1 5

不動産

蒲L者

12 6 3 3 6 1 5

知的ブル
Wョワジー

43 2 1 1 21 12 9 20 9 4 7

管理職 16 1 1 10 5 5 5 3 1 1

高級窟僚 7 3 2 1 4 1 2 1

専門職 20 1 1 8 5 3 1ユ 5 1 5

不明 6 1 1 3 1 2 2 2

総計 董23 21 3 12 4 2 61 31 30 4董 12 6 23

　　註　再婚は考慮していない。また，

　　　る。
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父親と義父の職業が同時に判明した事例のみを計算してい



に
携
る
者
の
娘
と
、
そ
れ
ぞ
れ
結
婚
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ほ
ぼ
半
数
に
あ
た
る
二
名
は
、
同
じ
民
衆
層
に
属
す
る
女
性
を
嬰
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
義
父
の
職
業
を
市
議
自
身
の
職
業
と
比
較
し
て
も
、
婚
姻
に
よ
っ
て
明
確
な
社
会
的
上
昇
を
遂
げ
た
者
は
稀
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
労
働
者
で
あ
る
二
名
の
市
議
会
議
員
が
、
尊
門
職
に
携
る
考
の
娘
と
結
婚
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
明
白
な
社
会
的
上
昇
の
唯
一
の
例
で

あ
っ
た
。

　
同
様
に
、
結
婚
に
助
け
ら
れ
て
政
治
や
行
政
の
世
界
に
入
っ
た
例
も
稀
で
あ
る
。
パ
リ
市
議
の
結
婚
相
手
の
う
ち
、
何
ら
か
の
議
員
を
輩
出

し
て
い
た
家
に
生
ま
れ
た
者
は
一
七
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
値
は
、
パ
リ
市
議
自
身
の
な
か
で
の
数
（
六
一
二
名
）
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い
。

　
こ
の
一
七
名
の
配
偶
者
の
う
ち
、
　
三
名
が
国
会
議
員
を
出
し
た
家
系
に
属
し
て
お
り
、
う
ち
二
名
は
大
臣
の
血
を
引
い
て
い
た
。
他
方
、

パ
リ
市
議
会
議
員
同
士
が
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
事
例
は
六
例
あ
る
が
、
議
席
を
直
接
継
承
し
た
よ
う
な
例
は
な
い
。
ま
た
、
市
議
会
議
員
の
経

歴
を
詳
細
に
調
べ
る
と
、
明
ら
か
に
結
婚
が
公
的
生
活
へ
の
扉
を
開
い
た
よ
う
な
場
合
は
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
何
ら
か
の
議
員
を
出
し
た

家
に
生
ま
れ
た
配
偶
者
を
も
つ
パ
リ
市
議
～
在
名
の
う
ち
、
曲
名
は
既
に
自
ら
の
父
祖
の
な
か
に
議
員
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
、
結
婚
よ
り
も

先
に
政
治
的
活
動
を
始
め
て
い
た
場
合
も
あ
る
。

　
全
体
と
し
て
、
家
族
や
婚
姻
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
く
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
普
通
選
挙
の
時
代
に
お
い
て
、
パ
リ
の
よ
う
な
大
都
市
で

は
、
家
族
的
な
つ
な
が
り
は
政
治
の
世
界
で
は
大
き
な
役
割
を
も
ち
得
な
い
。
多
く
の
議
員
が
、
し
ば
し
ば
不
利
な
社
会
的
出
自
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
努
力
に
よ
っ
て
地
位
を
上
昇
さ
せ
、
議
員
の
座
ま
で
登
り
つ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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（
三
）
　
職

業

　
一
九
世
紀
に
は
、
社
会
の
な
か
で
の
個
人
の
位
置
は
、
そ
の
職
業
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
市
議
会
の
職
業
構

成
を
調
べ
る
こ
と
で
、
議
員
が
ど
の
よ
う
な
社
会
階
層
に
属
し
て
い
た
の
か
を
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
議
員
を
、
初
当
選
時
に
就
い
て
い
た
職
業
別
に
分
類
す
る
と
、
表
7
と
表
8
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
。
最
も
特
徴
的
な
こ
と
は
、
専
門



第三共和政期のパリ市議会議員（長井）

表7　議員の職業

計 極左 左派 中左 中右 右派 極右

民　　　衆　　　層 　　48
i10。7）

　　32

i6L6）

　　9
iフ．3）

　　4
i2．9＞

　　3
i6．8＞

農　　　　　　民 　　1
i0，2）

　　1
i0．7）

労　　働　　者 　33
i7．4）

　　24
i46．2）

　　6
i4．9）

　　2
i1．5）

　　1
i2．3）

事　務　職　員 　10
i2．2）

　　8
i15．4）

　　2
i1．6）

商　　店　　主 　　4
i0．9）

　　1
i0．8）

　　1
i0．7）

　　2
i4．5）

経済ブルジョワジー 　B2
i29．5）

　　1

iL9）

　　28
i22．8）

　　53
i38．7）

　　25
i42．4）

　　14
i42．4）

　　11
i25．6）

商　工　業　者 　123
i27，5）

　　1

iL9）

　　24
i19．5）

　　53
i38．7）

　　25
i42．4）

　　11
i33．3）

　　9
i20．9）

不動麗所有者 　　9
i2．0）

　　4
i3．3）

　　3
i9．1）

　　2
i4。7）

知的ブルジョワジー 　267
i59．8）

　　19
i36．6）

　　86
i69．9）

　　80
i58．4）

　　34
i57．7）

　　19
i57．5）

　29
i67．5）

管　　理　　職 　　53
i11．9）

　　8
i15．4）

　　14
iU．4）

　　19
i13．9）

　　8
i13．6）

　　1
i3。0）

　　3
i7．0）

高　級　窟　僚 　　7
i1．6）

　　4
i2．9）

　　2
i3．4）

　　1
i3．0）

専　　門　　職 　207
i46．3）

　　11
i21．2）

　　72
i58．5）

　　57
i41．6）

　　24
i40．7）

　　17
i51．5）

　　26
i60．5）

法　曹　家 79 2 玉4 19 16 12 16

医師・薬剤師 34 1 17 14 1 1

文筆家・ジ
メ[ナリスト

79 8 36 18 5 3 9

そ　の　他 15 5 6 2 1 1

不　　　　　　明 5 2 2 1

総　　　　　　計 452 52 125 139 59 33 44
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表8　年代別にみた議員の職業

1870年以前 1871－1914年

ﾌ計
1871－1881 188ユー1900 ユ900－1914

民　　　　　衆　　　　　層 　　4
i1．5）

　　48
i10．7）

　　4
i2．4）

　　25
i13．5）

　　19
i2L1）

農　　　　　　　　　　民 　1
i0．4）

　　ユ

i0．2）

　　1
i0．5）

労　　　　　働　　　　　者 　2
i0．7）

　33
i7．4）

　　2
i1．2）

　　19
i10．3）

　　12
i13．3）

事　　　務　　　職　　　員 　10
i2．2）

　　1
i0．6）

　　4
i2．2）

　　5
i5．6）

商　　　　店　　　　主 　　1
i0．4）

　　4
i0，9）

　　1
i0．6）

　　1
i0．5）

　　2
i2．2）

経済　ブルジ　ョ　ワ　ジー 　112
i42．0）

　132
i29。5）

　　66
i38。3＞

　　47
i25．4）

　　19
i21．1）

商　　　工　　　業　　　者 　　99
i37．ユ）

　123
i27．5）

　　62
i36．0）

　　46
i24．9）

　　15
i16．7）

大商人・　実業家 69 ユ15 56 44 15

取　　　締　　　役 5 6 4 2

銀　　　　行　　　　家 25 2 2

不　動　巌　所　有　者 　13
i4．9）

　　9
i2．0）

　　4
i2．3）

　　1
i0．5）

　　4
i4．4）

知的　ブル　ジ　ョ　ワ　ジー 　151
i56．6）

　267
i59．8）

　102
i59．3）

　113
i61．1）

　　52
i57．7）

管　　　　　理　　　　　職 　21
i7。9）

　　53
i11。9）

　13
i7。6）

　　28
i15．1）

　　12
i13．3）

中　級　事務　職　員 13 19 2 12 5

技　　　　　　　　師 2 16 4 9 3

軍　　　　　　　　　人 4 2 1 1

教　　　　　　　　師 2 16 6 7 3

高　　　級　　　官　　　僚 　　63
i23．6）

　　7
i1．6）

　　5
i2，9）

　　2
i1．1）

官　　　　　　　　僚 29 1 1

判　　　　　　　　纂 25 1 1

大　　学　　教　　授 9 5 4 1

専　　　　門　　　　職 　　67
i25．1）

　207
i46．3）

　　84
i48．8）

　　83
i44．9）

　　40
i44．4）

法　　　　暫　　　　家 44 79 26 30 23

医　師・　薬　剤　師 8 34 18 12 4

文筆家・ジャーナリスト 8 79 32 35 12

そ　　　　の　　　　他 7 15 8 6 1

不　　　　　　　　　　　明 3
1

5 2 1 2

総　　　　　　　　　　　計 298 452 174 186 92

註　かっこ内の数値は、縦列内のパーセンテージ。
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第三共和二期のパリ市議会議貝（長井）

職
の
優
位
で
あ
る
。
全
議
員
四
五
二
名
の
う
ち
実
に
半
数
近
く
の
二
〇
男
名
（
四
六
・
三
％
）
が
専
門
職
に
携
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
法
曹
家

と
文
筆
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
多
さ
は
顕
著
で
あ
り
、
各
々
七
九
名
を
数
え
る
。
な
お
、
実
際
に
は
前
者
の
ほ
と
ん
ど
が
弁
護
士
で
あ
っ
た

（
六
九
名
）
が
、
こ
の
点
は
、
第
三
共
和
政
以
前
の
法
曹
家
議
員
の
半
数
以
上
が
司
法
補
助
士
。
塗
9
①
お
昆
議
ω
融
譜
一
ω
で
あ
っ
た
こ
と
と
は

　
　
　
　
　
⑧

対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
弁
護
士
と
文
筆
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
優
位
に
は
、
第
三
共
和
政
下
に
お
け
る
民
主
制
の
確
立
と
、
パ
リ
市

議
会
選
挙
へ
の
男
子
普
通
選
挙
の
導
入
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
か
か
る
状
況
下
で
は
、
雄
弁
さ
や
議
論
の
能
力
が
選
挙
を
戦
う
上
で
重

要
な
要
素
と
な
る
た
め
、
地
元
名
士
的
な
存
在
で
あ
る
商
工
業
者
な
ど
に
比
べ
て
そ
れ
ら
に
長
け
る
弁
護
士
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
有
利
な
立

場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
同
時
代
の
パ
リ
選
出
下
院
議
員
の
間
で
は
専
門
職
に
就
く
者
の
割
合
は
さ
ら
に
高
く
（
二
三
一
名
論
一
二
九

名
）
、
対
し
て
商
工
業
者
の
割
合
は
低
か
っ
た
（
同
二
六
名
）
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
パ
リ
市
議
会
議
員
の
な
か
で
後
に
国
会
へ
と
転
出
す

る
者
が
お
よ
そ
三
割
（
一
三
〇
名
）
い
た
が
、
そ
の
七
割
（
九
〇
名
）
が
専
門
職
に
就
い
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
専

門
職
に
携
わ
る
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
政
治
家
型
」
で
あ
り
、
商
工
業
者
は
「
地
元
名
士
型
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
政
治
党
派
に
か
ん
し
て
は
、
極
左
を
除
く
全
て
の
党
派
に
お
い
て
専
門
職
は
最
も
割
合
が
高
い
職
業
部
門
で
あ
り
、
四
割
か
ら
六
割
を
占
め

て
い
る
。
専
門
職
の
な
か
で
は
、
法
曹
家
が
文
筆
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
比
べ
て
政
治
的
に
「
右
寄
り
」
の
傾
向
が
強
い
と
い
え
る
。
他
方
、

医
師
・
薬
剤
師
は
明
ら
か
に
「
左
寄
り
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
当
時
医
師
や
薬
剤
師
が
科
学
主
義
や
実
証
主
義
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た

　
　
　
　
⑨

か
ら
で
あ
る
。

　
専
門
職
以
外
で
は
、
商
工
業
者
が
｝
二
三
名
と
、
全
体
の
四
分
の
一
強
を
占
め
る
。
そ
れ
に
、
管
理
職
が
五
三
名
、
労
働
者
が
　
二
三
名
で
続

い
て
い
る
。

　
商
工
業
者
は
、
第
三
共
和
政
以
前
の
パ
リ
市
議
会
で
は
全
体
の
三
七
・
一
％
を
占
め
、
最
も
割
合
の
高
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
が
、
第
三

共
和
政
下
で
は
、
そ
の
比
重
を
二
七
・
五
％
に
ま
で
落
と
し
て
い
る
し
、
第
三
共
和
政
前
半
期
を
通
じ
て
も
そ
の
勢
力
は
明
ら
か
な
滅
少
傾
向

に
あ
る
。
表
9
は
、
各
政
治
党
派
ご
と
に
、
商
工
業
者
と
専
門
職
の
割
合
を
時
代
順
に
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
右
翼
に
お
い
て
、
商
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表9　各党派における商工業者（右の数値）と専門職（左の数｛直）の割合

極左 左派 中道左派 中道右派 右派 極右

1871－1881 0／0
i1）

64．1／20．3

@　　（64）

49．2／38．5

@　　（65）

26．1／47．8

@　　（23）

35．7／64．3

@　　（14）

0／80．0
@　（5）

1881－1900 25，0／0

i36）

57．1／20．4

@　　（49）

36．4／3S．2

@　　（55）

43．5／47．8

@　　（23）

66．7／16．7

@　　（12）

80．G／20．0

@　　（10）

1900－1914 ユ3，3／0．6

@　（15）

30．O／20．0

@　　（10）

29。4／4L2
@　　（17）

61．5／23．1

@　　（13）

57，1／0

@　（7）

64．2／10．7

@　　（28）

－註　かっこ内の数値は，その党派に属する議員の総数。

工
業
に
携
る
議
員
の
比
重
が
一
八
八
一
年
以
降
顕
著
に
減
少
し
、
そ
れ
と
と
も
に
専
門
職
に
就
く
議
員
の
比

重
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
政
治
党
派
に
お
い
て
、
「
地
元
名
士
型
」

の
議
員
に
代
わ
っ
て
「
政
治
家
型
」
の
議
員
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。　

労
働
者
は
、
そ
の
多
く
が
極
左
に
属
す
る
社
会
主
義
者
で
あ
り
、
彼
ら
の
台
頭
と
と
も
に
市
議
会
に
姿
を

現
わ
す
。
首
都
に
強
力
な
地
盤
を
も
っ
て
い
る
急
進
派
は
、
自
分
た
ち
を
市
議
会
に
お
い
て
代
表
す
る
者
を

労
働
者
の
な
か
か
ら
選
ぶ
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。

　
全
体
と
し
て
は
、
以
前
に
比
べ
て
斑
衆
層
出
身
の
市
議
が
増
え
て
い
る
と
い
え
る
。
労
働
者
や
事
務
職
員

な
ど
、
第
三
共
和
政
以
前
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
職
業
部
門
が
現
わ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
全
体

の
七
・
四
％
と
二
・
二
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
職
業
構
造
の
変
化
を
反
映
し
て
、
管
理
職
の
比
重
も
第
三

共
和
政
以
前
よ
り
増
え
て
い
る
（
七
・
九
％
か
ら
＝
・
九
％
へ
）
。
反
対
に
、
高
級
官
僚
は
そ
の
勢
力
を
大
き

く
減
じ
て
い
る
（
二
三
・
六
％
か
ら
心
血
％
へ
）
。
さ
ら
に
、
法
曹
家
の
な
か
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
公

証
人
な
ど
の
司
法
補
助
士
と
比
べ
て
経
済
的
資
本
を
そ
れ
ほ
ど
必
要
と
し
な
い
弁
護
士
の
丁
合
が
増
え
て
い

る
。
こ
れ
ら
を
考
慮
す
れ
ば
、
第
三
共
和
政
期
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
民
主
化
が
進
展
し
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
職
業
の
割
合
は
相
変
わ
ら
ず
高
く
、
民
主
化
は
比
較
的
限
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
普
通
選
挙
の
導
入
後
も
、
パ
リ
市
議
会
の
職
業
構
成
は
パ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

市
自
体
の
そ
れ
一
…
職
業
に
携
る
住
民
の
実
に
半
数
が
労
働
者
で
あ
っ
た
一
と
は
大
き
く
ず
れ
て
い
た
。

　
党
派
別
に
み
れ
ば
、
ま
ず
主
要
な
断
絶
は
極
左
と
左
派
の
問
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
極
左
で
は
、
議
員

の
六
割
以
上
（
穴
一
・
六
％
）
が
民
衆
層
に
属
し
て
い
た
の
に
対
し
、
左
派
に
お
い
て
は
そ
の
比
率
は
一
割
に
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も
満
た
な
い
（
七
・
三
％
）
。
社
会
的
出
自
を
調
べ
た
際
に
確
認
し
た
、
中
道
右
派
と
中
道
左
派
の
間
に
あ
る
断
絶
は
、
議
員
自
身
の
職
業
に
か

ん
し
て
は
み
ら
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
政
治
的
な
断
絶
は
、
社
会
－
職
業
的
な
断
絶
を
必
ず
し
も
伴
わ
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ

の
現
象
は
パ
リ
の
市
議
会
議
員
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
同
時
代
の
国
会
議
員
や
大
都
市
の
市
長
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
研
究
な
ど
で
も
確
認

　
　
　
　
⑪

さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
執
行
部
げ
霞
Φ
き
の
構
成
は
、
今
ま
で
み
て
き
た
社
会
－
職
業
集
団
の
位
階
を
反
映
し
て
い
る
。
本
稿
の
扱
う
四
三
年
間
に
執
行
部
は
七
二

回
更
新
さ
れ
、
の
べ
五
七
六
名
が
そ
こ
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
半
数
の
二
八
五
名
が
專
門
職
、
三
割
弱
の
一
六
七
名
が
商
工
業
者

で
あ
り
、
労
働
者
は
わ
ず
か
二
九
名
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
議
長
と
副
議
長
職
に
か
ん
し
て
は
専
門
職
が
他
を
圧
倒
し
、
の
べ
七
二
名
の
議

長
中
五
三
名
（
七
＝
∵
六
％
）
、
一
四
四
名
の
醐
議
長
中
八
三
名
（
五
九
・
三
％
）
を
輩
出
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
専
門
職
に
就
く
者
、
と
り
わ
け

弁
護
士
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
議
論
や
議
事
運
営
の
能
力
に
長
け
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

第三共和政期のパリ市議会議員（長井）

　
最
後
に
、
議
員
の
職
業
を
そ
の
選
挙
区
の
特
徴
と
関
連
さ
せ
て
検
討
す
る
。

　
対
象
と
す
る
時
代
を
通
じ
て
、
東
部
、
周
辺
部
ほ
ど
左
派
が
勢
力
を
強
く
も
ち
、
ま
た
、
西
部
、
中
央
部
に
近
づ
く
ほ
ど
保
守
系
の
議
員
が

選
ば
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
議
員
の
社
会
－
職
業
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
か
ん
し
て
は
、
伝
統
的
な
製
造
業
や
商
業
が
盛
ん
な
地
で
あ
る
右
岸
の
中

央
部
は
商
工
業
者
な
ど
経
済
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
強
く
、
ま
た
、
大
規
模
な
工
場
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
働
く
労
働
者
が
数
多
く
住
ん

で
い
る
北
東
部
と
南
西
部
で
は
労
働
者
議
員
が
多
か
っ
た
。
全
体
と
し
て
、
社
会
－
職
業
的
観
点
か
ら
み
た
議
員
の
地
理
的
分
布
は
、
パ
リ
の

社
会
構
造
を
比
較
的
忠
実
な
形
で
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
四
）
経

歴

市
議
の
特
徴
を
み
る
上
で
、
職
業
以
上
に
し
ば
し
ば
重
要
な
要
素
に
な
り
う
る
の
が
、
政
治
的
経
歴
で
あ
る
。
そ
れ
を
辿
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
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パ
リ
市
議
会
議
員
の
性
格
、
さ
ら
に
は
パ
リ
市
議
会
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
迫
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
際
、
比
較
的
明
確
に

現
わ
れ
る
議
員
職
の
経
験
以
外
に
も
、
何
ら
か
の
政
治
的
活
動
を
行
っ
て
い
た
か
否
か
を
知
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　
パ
リ
市
議
の
大
半
は
、
第
三
共
和
政
期
に
な
っ
て
か
ら
公
的
生
活
に
か
か
わ
り
始
め
て
い
る
。
四
五
二
名
の
議
員
の
な
か
で
、
そ
れ
以
前
の

政
体
の
も
と
で
何
ら
か
の
議
員
の
地
位
に
就
い
た
経
験
を
も
つ
者
は
、
一
八
名
し
か
お
ら
ず
、
い
ず
れ
も
一
八
四
八
年
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
第
二
共
和
政
下
で
は
、
計
【
○
名
が
議
員
な
ど
の
公
的
地
位
に
就
い
て
い
た
。
国
会
議
員
に
な
っ
た
者
が
乙
名
、
市
町
村
議
会
議
員
も
し
く

は
市
町
村
長
（
パ
リ
の
区
長
も
含
む
）
に
な
っ
た
者
が
三
名
、
県
知
事
も
し
く
は
郡
長
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
が
三
尊
い
た
。
し
か
し
、
第
二
共
和
子

下
で
パ
リ
市
議
会
議
員
で
あ
っ
た
者
は
お
ら
ず
、
こ
の
点
で
両
共
和
政
の
断
絶
を
指
摘
で
き
る
。

　
第
二
帝
政
期
に
は
、
む
し
ろ
反
体
制
の
立
場
を
取
っ
て
い
た
者
が
多
い
。
得
ら
れ
た
情
報
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
お
よ
そ
八
○
名
の
市
議
が
、

政
治
的
訴
訟
へ
の
か
か
わ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
共
和
派
政
治
家
へ
の
支
持
、
さ
ら
に
は
社
会
主
義
者
組
織
へ
の
参
加
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
反
体
制
的
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
第
二
帝
政
期
に
既
に
成
人
で
あ
っ
た
者
の
う
ち
お
よ
そ
五
分
の
～
に
あ
た
る
。
一
方
、
帝
政

期
に
議
員
職
に
就
い
て
い
た
者
は
少
な
く
、
国
会
議
員
が
一
名
馬
県
議
会
議
員
が
二
名
、
パ
リ
の
市
長
も
し
く
は
区
長
（
厳
密
に
は
議
員
職
で
は

な
い
）
が
三
名
、
パ
リ
市
議
会
議
員
が
二
名
、
そ
れ
ぞ
れ
い
た
の
み
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
体
制
を
明
ら
か
に
支
持
し
て
い
た
の
は
、
国
会
議

員
で
あ
っ
た
バ
ル
ト
ロ
僻
し
σ
餌
H
匪
9
0
巳
が
唯
一
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
共
和
政
前
半
期
の
パ
リ
市
議
は
、
そ
の
大
半
が
一
八
七
〇

年
以
降
に
事
実
上
公
的
生
活
に
か
か
わ
り
始
め
た
者
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
多
く
が
第
二
帝
政
期
に
は
反
体
制
派
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
反
帝
政
で
あ
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
共
和
政
の
成
立
に
貢
献
、
参
加
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
八
七
〇
年
九
月
四
日
、
共
和
政
の
成
立
が

パ
リ
市
庁
舎
で
宣
言
さ
れ
て
か
ら
、
翌
｝
八
七
｝
年
初
夏
に
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
鎮
圧
さ
れ
る
ま
で
の
第
三
共
和
政
の
成
立
期
に
、
パ
リ
市

議
会
議
員
の
多
く
が
公
的
地
位
に
就
い
て
い
る
。
ガ
ン
ベ
ッ
タ
が
九
月
四
日
の
直
後
に
各
県
に
派
遣
し
た
知
事
、
細
長
の
う
ち
、
七
名
が
後
に

パ
リ
市
議
と
な
る
人
物
で
あ
っ
た
し
、
同
時
期
の
県
事
務
局
長
（
県
の
事
務
職
の
長
に
あ
る
人
物
）
の
う
ち
三
名
が
や
は
り
将
来
の
市
議
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
統
治
に
抵
抗
し
て
い
た
。
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第三共和政期のパリ市議会議員（長井）

　
首
都
パ
リ
で
も
、
大
規
模
な
粛
清
が
実
施
さ
れ
た
。
九
月
四
日
の
直
後
に
一
時
的
に
お
か
れ
た
市
長
・
助
役
職
に
つ
い
た
五
分
の
う
ち
、
フ

ロ
ケ
国
o
ρ
β
露
と
ク
ラ
マ
ジ
ュ
ラ
ン
O
『
日
鋤
σ
q
2
き
の
両
助
役
は
後
に
市
議
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
区
行
政
で
は
、
区
長
二
〇
名
の
う

ち
八
名
が
、
ま
た
区
助
役
四
四
名
の
う
ち
～
二
名
が
、
そ
れ
ぞ
れ
後
に
市
議
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
共
和
政
初
期

の
パ
リ
市
議
の
相
当
部
分
が
、
一
八
七
〇
…
一
八
七
一
年
の
時
期
の
パ
リ
市
行
政
に
か
か
わ
っ
て
い
た
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
後
に
市
議
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

員
と
な
っ
た
際
に
、
こ
の
区
長
と
区
助
役
た
ち
は
、
市
議
会
左
翼
の
主
力
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
三
共
和
政
成
繋
馬
を
刻
印
す
る
一
大
事
件
で
あ
る
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
は
、
「
調
停
派
」
と
し
て
か
か
わ
っ
た
者
が
多
か
っ
た
。
コ
ミ

ュ
ー
ン
成
立
直
後
の
一
八
七
一
年
四
月
初
頭
に
結
成
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
武
力
衝
突
を
避
け
る
べ
く
伸
裁
を
試
み
て
い
た

パ
リ
諸
権
利
擁
護
共
和
主
義
連
合
韻
σ
q
¢
①
創
．
d
凱
§
み
陰
げ
一
8
鉱
口
①
牙
ω
q
H
o
一
富
μ
①
℃
鼠
ω
に
は
、
少
な
く
と
も
二
〇
名
の
市
議
会
議
員
が
名

　
　
　
　
　
⑭

を
連
ね
て
い
た
。
こ
の
組
織
以
外
に
も
調
停
を
試
み
て
い
た
勢
力
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
に
参
加
し
た
者
を
併
せ
る
と
、
パ
リ
市

議
の
な
か
で
「
調
停
派
」
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
お
よ
そ
三
〇
名
で
あ
り
、
政
治
的
に
は
急
進
共
和
主
義
者
が
多
か
っ
た
。
彼
ら
に
比
べ
れ
ば
、

コ
ミ
ュ
ー
ン
側
も
し
く
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
側
に
明
確
に
つ
い
た
市
議
は
少
な
い
。
三
旦
エ
即
日
に
行
わ
れ
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
選
挙
で
は
、
八
五
名

の
当
選
者
中
一
〇
名
が
将
来
の
パ
リ
市
議
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
八
名
が
い
わ
ゆ
る
「
調
停
派
」
で
あ
り
、
ま
も
な
く
当
選
を
辞
退
し
て
い

る
。
実
際
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
に
席
を
占
め
た
の
は
、
後
の
補
欠
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
二
名
を
含
む
計
署
名
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
、
お
よ

そ
二
〇
名
の
市
議
が
親
コ
ミ
ュ
ー
ン
的
な
態
度
や
言
動
を
当
時
と
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
他
方
、
明
ら
か
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
側
に

つ
い
て
い
た
と
み
な
し
う
る
市
議
は
、
一
〇
名
程
度
し
か
数
え
ら
れ
な
い
。

　
以
上
、
市
議
会
議
員
が
第
三
共
和
政
以
前
に
ど
の
よ
う
な
経
歴
を
も
ち
、
ま
た
活
動
を
行
っ
て
き
た
の
か
を
み
て
き
た
。
最
も
典
型
的
な
例

は
、
第
二
帝
政
下
で
反
体
制
運
動
に
か
か
わ
っ
た
後
、
帝
政
崩
壊
後
の
新
た
な
パ
リ
市
行
政
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
、
ま
た
コ
ミ
ュ
ー

ン
の
際
に
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
政
府
の
仲
裁
を
試
み
て
い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
狭
い
意
味
で
の
政
治
的
活

動
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
市
議
が
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
こ
と
な
く
、
慈
善
事
業
や
地
元
利
害
擁
護
な
ど
、
ロ
…
カ
ル
な
名
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表10　当選選挙区の存在する区で、初当選以前に何らかの公的職務に就いていた者

計 極左 左派 中道左派 中道右派 右派 極右

1871－1881 40（22．9） 0（0） 14（2L5） 17（25．8） 4（17．4） 5（35．7） 0（0）

188玉一1900 47（25．3） 4（11．1） 11（22，0） 23（41．8） 9（39．1） 0（0） 0（0）

1900－1914 16（17．4） 1（6．7） 1（玉0。0） 10（55．6） 2（15．4） 0（0） 2（6，9）

計 103（22．7） 5（9．6） 26（20．8） 50（36．0） 15（25．4） 5（15．6） 2（4．5）

註　かっこ内の数値はパ一二ンテーージ。

士
と
し
て
の
活
動
を
通
じ
て
知
名
度
を
高
め
て
ゆ
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
市
議
会
選
挙
で
当
選
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
議
が
、
初
当
選
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
か
、
ま
た
、
市
議
の
任
期

を
終
え
た
後
に
い
か
な
る
道
を
選
ん
だ
の
か
を
、
よ
り
広
い
視
点
か
ら
み
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

　
パ
リ
市
議
会
議
員
は
、
街
区
を
選
挙
区
と
す
る
小
選
挙
区
二
回
投
票
制
に
よ
り
選
ば
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は

区
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
活
動
に
よ
っ
て
知
名
度
と
影
響
力
を
獲
得
し
た
候
補
者
に
有
利
に
働
く
と
一
般
に
考
え
ら
れ

る
。
表
1
0
は
、
市
議
会
に
初
当
選
す
る
以
前
に
、
選
挙
区
の
存
在
す
る
区
で
何
ら
か
の
公
的
職
務
に
就
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

た
者
の
数
と
割
合
を
、
時
代
ご
と
に
、
ま
た
政
治
党
派
ご
と
に
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
計
一
〇
切
藁
の
議
員

が
、
布
議
会
に
入
る
前
に
自
ら
の
区
で
何
ら
か
の
公
的
職
務
を
担
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
中
道
左
派
と
中
道
右

派
で
そ
の
割
合
の
高
さ
が
目
立
つ
（
そ
れ
ぞ
れ
三
六
・
○
％
と
二
五
・
四
％
）
一
方
で
、
極
左
と
極
右
で
は
極
め
て

稀
で
あ
る
。
中
道
の
議
員
は
地
元
名
士
で
あ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
対
象
的

な
の
は
左
翼
と
右
翼
で
は
な
く
、
む
し
ろ
申
道
と
両
極
で
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
時
間
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、

一
九
〇
〇
年
以
降
区
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
行
政
経
験
を
も
つ
議
員
の
割
合
が
低
下
し
て
い
る
。
ま
た
、
職
業
に
か
ん

し
て
は
、
彼
ら
は
商
工
業
を
生
業
と
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
区
行
政
を
経
験
し
た
市
議
　
〇
三
十
中
、
商
工
業

者
が
四
六
名
、
専
門
職
に
就
く
者
が
三
七
黒
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
就
い
て
い
る
議
員
全
体
に
お
け
る

割
合
は
、
前
者
が
三
七
・
四
％
、
後
者
が
一
八
・
○
％
で
あ
っ
た
。
「
地
元
名
士
型
」
の
議
員
は
比
較
的
商
工
業

者
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
対
照
的
に
、
市
議
職
よ
り
前
に
国
会
議
員
を
経
験
し
て
い
た
者
は
少
な
く
、
全
体
で
＝
二
名
、
セ
ー
ヌ
県
で

選
出
さ
れ
て
い
た
者
に
限
れ
ば
五
罪
で
あ
る
。
県
議
会
議
員
経
験
者
を
併
せ
て
も
、
全
体
で
一
八
名
に
し
か
な
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ら
な
い
。
ま
た
、
国
会
議
員
経
験
者
一
三
名
の
う
ち
、
一
〇
名
ま
で
が
、
一
八
四
八
－
四
九
年
か
、
も
し
く
は
　
八
七
一
年
に
国
会
に
選
ば
れ

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
の
国
会
選
出
が
、
熟
慮
さ
れ
た
経
歴
戦
略
の
結
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
体
制
の
交
代
に
よ
る
い
わ
ば
偶
発
的

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
パ
リ
市
議
の
な
か
で
は
、
以
前
に
既
に
重
要
な
議
員
職
に
就
い
て
い
た
者
は
稀
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

第置上和政期のパリ市議会議員（長井）

　
公
的
生
活
へ
の
か
か
わ
り
の
有
無
と
並
ん
で
議
員
の
経
歴
を
特
徴
づ
け
る
要
素
に
、
そ
の
年
齢
が
あ
る
。

　
パ
リ
市
議
の
初
当
選
時
の
平
均
年
齢
は
、
四
四
才
で
あ
る
。
こ
の
数
値
は
、
第
三
共
和
政
以
前
の
パ
リ
市
議
の
任
命
時
平
均
年
齢
（
五
〇
・
三

才
）
よ
り
六
才
近
く
若
い
。
こ
れ
は
、
議
員
が
任
命
さ
れ
る
場
合
、
経
験
が
豊
富
で
、
政
治
的
に
は
穏
健
な
意
見
を
も
ち
、
後
に
中
央
政
界
に

入
る
意
図
を
も
た
な
い
、
い
わ
ば
行
政
者
が
選
ば
れ
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
七
月
王
政
期
に
制
限
選
挙
が
実
施
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

た
際
に
は
、
議
員
は
以
前
よ
り
も
「
若
返
っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
職
業
別
に
年
齢
を
み
れ
ば
、
専
門
職
に
携
る
者
は
四
二
才
、
商
工
業
者
は
四
八
才
、
管
理
職
と
労
働
者
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
の
中
間

で
四
四
才
で
あ
る
。
政
治
党
派
別
で
は
、
中
道
に
属
す
る
議
員
は
年
齢
が
高
く
、
逆
に
極
右
、
極
左
に
近
づ
く
ほ
ど
年
齢
が
低
い
。
こ
の
こ
と

は
、
各
社
会
－
職
業
集
団
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
第
三
共
和
政
期
で
は
、
一
八
八
一
年
以
降
議
員
の
平
均
年
齢
が
明
ら
か
に
低
下
し
て
い
る
。
一
八
八
一
年
以
前
に
は
、
市
議
は
平
均
し
て
四

七
・
八
才
で
初
当
選
し
て
い
た
の
に
対
し
、
一
八
八
一
年
　
月
の
改
選
の
結
果
市
議
会
に
入
っ
た
者
は
、
平
均
四
一
・
五
才
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以

後
、
一
九
一
四
年
ま
で
の
問
、
初
当
選
時
の
平
均
年
齢
は
ほ
ぼ
四
一
才
前
後
で
安
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
八
～
年
の
選
挙
は
、
市
議
会

の
社
会
的
構
成
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
よ
う
な
性
格
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
こ
の
選
挙
は
、
共
和
政
の
確
立
以
後
初
め
て
実
施
さ
れ
た
選
挙
で
あ
る
こ
と
と
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
大
赦
の
直
後
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
特

徴
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
体
を
め
ぐ
る
議
論
は
選
挙
運
動
の
な
か
で
は
背
後
に
退
い
て
い
た
。
し
か
し
、
｝
八
八
｝
年
の
選
挙
後
の
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「
若
返
り
」
は
、
一
見
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
二
帝
政
下
で
の
反
体
制
活
動
を
経
験
せ
ず
、
ま
た
第
三
共
和
政
の
確
立
に
も
積
極
的
に

参
加
し
て
い
な
い
、
い
わ
ば
「
新
た
な
世
代
」
の
到
来
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ル
イ
ー
ー
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
治
世
に
抵

抗
し
た
経
験
を
も
た
な
い
者
は
、
そ
の
よ
う
な
経
験
を
も
つ
者
に
く
ら
べ
て
必
ず
し
も
若
く
し
て
市
議
会
に
当
選
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か

　
　
　
⑰

ら
で
あ
る
。

　
年
齢
の
低
下
を
説
明
し
う
る
の
は
、
～
八
八
一
年
に
導
入
さ
れ
た
市
議
会
議
員
手
当
て
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
一
八
三
一
年
の
法
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
議
員
に
対
す
る
手
当
て
は
一
切
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
首
都
の
市
議
会
議
員
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の
業
務
の
遂
行
を
要
求
し
た

た
め
、
一
八
八
～
年
度
か
ら
、
各
議
員
に
毎
年
三
、
七
五
〇
フ
ラ
ン
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
額
は
徐
々
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
一

八
八
九
年
に
は
年
六
、
○
○
○
フ
ラ
ン
に
達
し
、
一
九
〇
五
年
以
降
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
セ
ー
ヌ
県
議
会
議
員
と
し
て
の
手
当
て
と
併
せ

れ
ば
、
各
市
議
が
年
間
に
受
け
取
る
額
は
九
、
○
○
○
フ
ラ
ン
に
達
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
る
手
当
て
は
、
経
済
的
に
そ
れ
ほ
ど

豊
か
な
状
況
に
な
い
者
や
、
ま
だ
若
い
た
め
に
十
分
な
財
産
を
築
き
あ
げ
て
い
な
い
者
が
、
相
当
な
犠
牲
を
要
求
す
る
市
議
会
議
員
職
に
立
候

補
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
、
一
八
八
一
年
の
市
議
会
選
挙
は
、
そ
れ
ま
で
の
選
挙
に
比
べ
て
相
当
に
政
治
化
し
て
お

り
、
結
果
と
し
て
地
元
名
士
よ
り
も
む
し
ろ
「
職
業
政
治
家
」
的
な
人
物
が
多
く
当
選
し
、
そ
れ
が
議
員
の
年
齢
低
下
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
手
当
て
も
ま
た
議
員
職
の
「
職
業
化
」
に
大
き
く
寄
与
し
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　
市
議
会
議
員
の
死
亡
時
財
産
を
調
べ
た
結
果
は
、
こ
の
仮
説
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。
～
八
八
～
年
以
降
に
当
選
し
た
議
員
は
、
そ
れ
以
前
の

議
員
よ
り
も
財
産
総
額
が
明
ら
か
に
少
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
財
産
が
判
明
し
た
＝
二
九
名
の
う
ち
、
～
八
八
一
年
以
前
に
当
選
し
た

八
二
名
の
平
均
財
産
は
一
、
五
二
五
、
七
四
五
フ
ラ
ン
（
メ
ジ
ア
ン
四
二
七
、
三
八
○
フ
ラ
ン
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
八
八
～
年
以
後
に
当
選
を
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
し
た
五
七
名
の
そ
れ
は
、
五
四
六
、
八
一
五
フ
ラ
ン
（
同
七
四
、
四
七
～
フ
ラ
ン
）
で
あ
っ
た
。
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最
後
に
、
任
期
以
後
の
市
議
の
経
歴
を
調
べ
る
。
表
1
1
は
、
市
議
会
の
任
期
後
に
何
ら
か
の
議
員
職
に
就
い
た
者
の
数
と
割
合
を
示
し
て
い



第三共和政期のパリ市議会議員（長調・）

表11市議会に当選後、なんらかの議員職に就いた者の数と割合

計 極左 左派 中左 中右 右派 極右

1871－1881 49（28．2）

S4（25．3）

0（0）

O（0）

32（49，2）

R0（46．1）

14（21．2）

P3（19．7）

2（8．7）

O（0）

0（0）

O（0）

1（20．0）

P（20，0）

1881－1900 60（32．2）

T7（30．6）

14（38．9）

P3（36．1）

19（38．0）

P8（36．0）

ユ6（29．1）

P5（27．3）

3（13．0）

R（13．0）

4（33．3）

S（33．3）

4（40．0）

S（40，0）

1900－1914 30（32．6）

Q9（31．5）

6（40．0）

U（40．0）

3（30．0）

R（30．0）

2（11．1）

?（5．6）

5（38．5）

T（38．5）

2（28．6）

Q（28。6）

ユ2（41．4）

P2（41．4）

計 139（30．5）

P30（28．8）

20（38．5）

P9（36。5）

54（43，2）

T1（40．8）

32（23．0）

Q9（20，8）

10（16．9）

W（13．6）

6（18．2）

U（18．2）

17（38，6）

P7（38．6）

註　上段の数値は何らかの議員職に就いた者、下段の数値は国会議員になった者。かっこ内は

　パーセンテージ。

る
。
計
；
一
九
名
が
、
布
議
会
を
離
れ
た
後
も
議
員
と
し
て
の
経
歴
を
続
け
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、

大
半
は
国
会
議
員
で
あ
っ
た
。
一
三
九
名
簿
、
実
に
＝
二
〇
名
が
国
会
へ
と
転
出
し
て
お
り
、
う

ち
一
〇
匿
名
が
下
院
に
、
一
四
名
が
上
院
に
そ
れ
ぞ
れ
議
席
を
獲
得
、
こ
の
他
一
二
名
が
両
院
で

議
員
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
＝
二
〇
名
の
う
ち
二
四
名
は
大
臣
職
を
経
験
し
、
そ
の
な
か

で
三
名
は
首
相
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
共
和
政
前
半
期
の
パ
リ
市
議
会
は
国

政
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
…
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
一
三
九
名
四
、
重
複
分
を
も
計
算

す
れ
ば
、
パ
リ
の
区
長
も
し
く
は
区
助
役
と
な
っ
た
者
が
空
名
、
パ
リ
以
外
の
市
町
村
議
会
議
員

に
な
っ
た
者
が
九
名
、
県
議
会
議
員
を
経
験
し
た
者
が
一
｝
名
、
そ
れ
ぞ
れ
い
た
。

　
ま
ず
、
国
会
へ
と
転
出
す
る
者
の
割
合
の
高
さ
（
四
五
一
茗
中
一
三
〇
名
、
す
な
わ
ち
二
八
・
八
％
）

は
際
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
他
の
い
か
な
る
市
町
村
議
会
よ
り
も
高
い
割
合
で
あ
ろ

⑲う
。
ま
た
、
統
領
政
府
期
か
ら
第
二
帝
政
末
ま
で
の
パ
リ
市
議
会
に
席
を
占
め
た
二
九
八
名
の
な

か
で
は
、
国
会
議
員
経
験
者
は
一
〇
九
名
（
一
二
六
・
六
％
）
と
多
い
が
、
市
議
会
議
員
の
任
期
終
了

後
に
初
め
て
国
会
へ
と
進
ん
だ
者
は
五
三
名
（
一
七
・
八
％
）
し
か
い
な
い
。
ま
た
、
近
年
刊
行
さ

れ
た
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
四
一
一
九
七
七
年
の
時
期
の
パ
リ
市
議
会
で
は
、
市
議
会
－
国
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
う
経
歴
を
も
つ
者
の
割
合
は
二
二
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
国
政
へ
の
一
段
階
と
し
て

の
パ
リ
市
議
会
の
役
割
は
、
第
三
共
和
早
期
に
お
い
て
最
も
有
効
に
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
国
政
転
向
者
が
多
か
っ
た
の
は
、
と
く
に
左
派
（
四
〇
・
八
％
）
、
極
左
（
三
六
・
五
％
）
と
極
右

（
三
八
・
六
％
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
党
派
で
は
、
割
合
は
五
分
の
一
に
も
満
た
な
い
。
市
議

会
当
選
以
前
に
地
元
の
行
政
を
経
験
し
て
い
た
者
の
割
合
が
高
か
っ
た
党
派
（
中
道
右
派
、
中
道
左
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派
）
で
は
、
逆
に
国
政
転
向
者
が
少
な
い
。
こ
の
事
実
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
道
派
議
員
は
地
元
名
士
的
存
在
で
あ
り
、
国
会
へ
移
る
と

い
う
意
志
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
党
派
の
議
員
は
む
し
ろ
「
政
治
家
予
備
軍
」
的
な
存
在
で
あ
り
、
パ
リ
市
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

会
を
踏
み
台
に
し
て
国
政
へ
ど
転
じ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
議
員
タ
イ
プ
は
、
当
選
時
の
平
均
年
齢
に
も
明
確
な
差
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
国
政
経
験
者
は
、
初
当
選
時
の
平
均
年
齢
が
三

九
・
二
才
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
者
は
四
六
・
一
才
で
あ
っ
た
。
国
会
議
畏
や
大
臣
に
な
る
「
政
治
家
型
」
議
員
は
、
パ
リ
市
議
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

留
ま
り
続
け
る
「
地
元
名
士
型
」
議
員
に
比
べ
て
若
く
し
て
市
議
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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市
議
会
議
員
に
は
大
き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
の
経
歴
が
み
ら
れ
た
。
一
つ
は
、
区
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
公
的
職
務
に
一
定
期
間
就
い
て
か
ら
後
に
市

議
会
議
員
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
道
派
の
議
員
に
比
較
的
多
い
傾
向
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
パ
リ

出
身
で
あ
り
、
職
業
的
に
は
商
工
業
に
携
る
、
い
わ
ば
地
元
名
士
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
は
、
区
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
職
務
を

経
ず
、
比
較
的
若
い
年
齢
で
直
接
市
議
会
選
挙
に
立
候
補
し
て
当
選
す
る
議
員
で
あ
る
。
政
治
的
に
は
中
道
以
外
の
党
派
に
こ
の
傾
向
が
強
い
。

こ
の
議
員
た
ち
は
、
地
方
出
身
で
、
弁
護
士
な
ど
専
門
職
に
就
く
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
市
議
会
議
員
に
な
っ
て
ほ
ど
な
く
国
政
選
挙
に
打
っ

て
出
、
代
議
士
や
上
院
議
員
へ
の
道
を
歩
む
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
い
わ
ば
政
治
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
歩
ん
で
お
り
、
そ
の
一

環
と
し
て
パ
リ
市
議
会
議
員
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
国
ω
日
蝕
切
話
（
冒
睾
ア
ト
題
ミ
嵩
ミ
蕊
譜
隷
沁
愚
き
ξ
ミ
．
．
．
貰
湯
も
訂
讐
冨
轡

②
下
院
に
お
け
る
貴
族
の
劇
合
は
、
王
政
復
古
末
の
一
八
二
七
年
で
は
半
数
近
く

　
で
あ
っ
た
し
、
ル
イ
匡
フ
ィ
リ
ッ
プ
治
下
で
も
三
分
の
…
に
達
し
て
い
た
。
第
二

　
共
和
政
期
に
は
そ
の
二
合
は
～
度
一
五
％
に
ま
で
落
ち
る
が
、
第
二
帝
政
末
に
は

　
再
び
三
分
の
一
を
超
え
て
い
る
（
U
》
d
竃
》
幻
U
（
》
匹
Φ
ロ
器
γ
《
翼
。
鑓
窃
。
，
①
簿

　
巴
ω
8
臼
田
。
魯
甲
き
8
効
仁
×
回
×
①
ω
δ
0
8
》
さ
寒
菌
偽
免
ミ
曾
壁
N
ミ
恥
§
き

臨
～
ら
黄
9
g
Φ
。
・
曾
8
ぎ
馨
c
D
甲
潟
。
ヨ
Φ
要
り
。
。
μ
国
8
δ
ぎ
⇒
ゆ
巴
ω
Φ
匹
Φ
幻
。
目
Φ
＼

Q
巴
く
⑦
藍
鼠
島
①
鼠
蕾
芦
　
細
り
。
。
c
。
曽
暑
．
○
。
一
－
一
〇
合
し
d
国
O
》
幻
d
U
（
旨
＄
ロ
ソ

《
翼
〇
三
Φ
ω
ω
Φ
Φ
＝
9
み
ω
Φ
算
黙
o
p
胴
取
Φ
ヨ
Φ
寸
心
p
り
①
ω
ま
℃
三
①
ω
き
げ
ぽ
ω
傷
Φ

H
c
。
置
小
一
〇
〇
c
。
γ
沁
§
発
》
§
略
駐
曲
譜
更
§
聴
讐
§
喝
～
ミ
曽
く
。
洲
器
”
8
■
9

一
㊤
刈
。
。
．
讐
・
り
鳶
－
り
Φ
ら
。
）
。
地
方
議
会
で
も
貴
族
の
勢
力
は
同
様
に
強
く
、
県
議
会

議
員
の
四
分
の
一
か
ら
六
分
の
一
が
貴
族
で
あ
っ
た
（
↓
¢
∪
国
G
o
O
（
諺
p
曾
⑨



第三共和政期のパリ市議会議員（長井）

　
｝
＄
昌
y
卜
a
8
登
臨
N
ミ
舅
艶
気
岱
四
§
§
建
、
N
亀
…
§
■
無
貸
○
同
円
》
関
O
（
い
。
巳
。
・
γ

　
℃
幻
O
ω
↓
（
》
三
〇
冒
①
γ
○
○
ω
ω
国
N
（
菊
①
ヨ
坤
y
卜
跨
ら
§
題
艦
ミ
議
悪
§
§
嚢
§

　
N
Q
Q
ミ
…
愚
■
ら
蹄
）
。

③
じ
d
国
O
諺
国
¢
U
（
旨
Φ
き
）
義
昌
■
9
傅
．

④
　
し
か
し
、
貴
族
を
祖
先
に
も
ち
な
が
ら
も
そ
の
こ
と
を
表
明
し
な
か
っ
た
議
員

　
が
少
な
く
と
も
一
〇
名
程
度
存
在
し
た
。

⑤
拙
稿
コ
九
世
紀
の
パ
リ
市
議
会
議
員
し
『
帝
塚
山
大
学
教
養
学
部
紀
要
』
第

　
五
六
輯
、
一
九
九
九
年
二
月
、
御
三
…
五
八
頁
。
こ
の
論
文
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
期

　
か
ら
第
一
次
大
戦
に
至
る
ま
で
の
パ
リ
市
議
会
議
員
の
特
徴
を
体
制
ご
と
に
検
討

　
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑥
前
掲
拙
稿
。

⑦
市
議
の
任
期
中
に
職
業
を
変
え
た
り
、
あ
る
い
は
同
じ
職
業
部
門
の
な
か
で
地

　
位
を
上
昇
さ
せ
た
者
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
本
研
究
で
行
っ
た
よ
う
な
統
計

　
的
分
析
で
は
、
そ
の
よ
う
な
職
業
の
変
化
を
考
慮
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ

　
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
議
員
に
つ
い
て
初
当
選
時
の
職
業
を
分
析
対
象
と
し
た
。

　
な
お
、
本
稿
で
用
い
る
職
業
区
分
に
か
ん
し
て
、
「
専
門
職
扁
に
は
、
判
事
、
技

　
師
、
教
師
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
職
人
は
「
労
働
者
駄
に
区
分
さ
れ
て
い

　
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

⑧
前
掲
拙
稿
を
参
照
。

⑨
ピ
国
○
篇
》
沁
U
（
冒
8
結
し
。
Y
貯
ミ
三
分
N
馬
§
ミ
醇
髭
§
凌
町
こ
亀
盈
§
謎

　
§
§
ミ
咄
、
§
ミ
§
へ
鴨
ミ
ミ
冨
o
N
ミ
心
ミ
譜
貯
ミ
寒
ミ
罵
》
話
、
～
鷹
曹
ミ
き
紅
ミ
魯

　
》
¢
げ
冨
H
弘
り
Q
Q
ド
G
◇
o
Q
鼻
娼
．

⑩
オ
フ
ェ
ル
レ
に
よ
れ
ば
、
｝
八
八
六
年
の
時
点
で
の
パ
リ
の
労
働
人
口
の
う
ち
、

　
四
七
％
が
労
働
者
、
二
〇
・
七
％
が
「
非
賃
金
生
活
者
き
p
ω
濫
費
丸
切
扁
、
　
一
七
・

　
一
％
が
事
務
職
員
、
一
一
・
六
％
が
召
使
で
あ
っ
た
（
○
閏
邦
国
菊
ピ
国
（
試
8
冨
ジ

　
ト
跨
旨
ら
ミ
雪
白
ミ
聖
誌
曽
一
〇
。
○
。
O
山
8
0
…
§
ら
鋒
も
9
①
ω
）
。

⑪
一
九
；
蕉
の
時
点
で
現
職
で
あ
っ
た
四
二
大
都
市
の
市
長
の
う
ち
、
八
名
が

　
社
会
主
義
者
、
一
七
名
が
急
進
派
、
一
七
名
が
右
派
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
二
名
の

　
窃
長
を
社
会
－
職
業
的
観
点
か
ら
み
る
と
、
急
進
派
の
市
長
と
右
派
の
市
長
と
の

　
問
に
は
大
き
な
差
異
は
認
め
ら
れ
ず
、
唯
｝
社
会
主
義
者
の
身
長
の
み
が
明
ら
か

　
に
民
衆
層
に
近
か
っ
た
（
＞
O
¢
い
霞
○
翼
（
竃
窪
腎
Φ
）
簿
p
r
卜
禽
ミ
貸
、
、
謹
§

　
肉
ミ
、
N
ミ
…
愚
’
ら
髭
唱
．
一
ミ
）
。
ド
ガ
ン
の
研
究
は
、
第
三
共
和
政
期
の
国
会
議
員

　
に
か
ん
し
て
ほ
ぼ
同
様
の
ず
れ
を
繋
累
し
て
い
る
（
U
O
O
＞
響
胴
嵐
舞
Φ
ジ
《
ピ
㊦
ω

　
密
δ
冨
の
匹
巴
p
o
国
鼠
驚
①
0
9
三
聲
Φ
》
為
界
。
ぎ
も
・
ミ
ω
）
。

⑫
パ
リ
市
議
会
の
執
行
部
は
、
議
長
一
名
、
副
議
長
二
名
、
書
記
四
名
、
特
別
委

　
員
。
・
着
象
〇
一
名
か
ら
成
っ
て
い
た
。

⑬
　
わ
れ
わ
れ
の
行
っ
た
政
治
党
派
区
分
に
よ
れ
ば
、
三
六
難
中
左
派
が
～
八
名
、

　
中
道
左
派
が
一
六
名
、
中
道
看
派
が
二
名
と
な
っ
て
い
る
。

⑭
こ
の
組
織
に
か
ん
し
て
は
い
く
つ
か
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
な

　
も
の
と
し
て
、
圏
○
切
U
（
勺
醜
語
℃
Y
《
日
7
Φ
℃
碧
受
o
h
O
g
o
濠
巴
。
μ
磐
臣
ひ
Φ

　
℃
鼠
自
。
O
o
日
目
邑
の
》
罐
箏
§
匙
§
ミ
蔦
ミ
N
い
ミ
ミ
爵
く
。
ピ
5
”
口
。
．
押
一
Φ
。
。
刈
も
℃
’

　
マ
ω
黛
8
0
該
ζ
u
ω
（
菊
。
げ
Φ
5
一
§
画
き
、
§
営
無
象
勢
u
N
O
O
ミ
ー
N
c
Q
隷
堕
0
9
ヨ
・

　
ぴ
謡
爵
や
O
餌
ヨ
鐸
凱
σ
q
Φ
q
巴
く
Φ
匿
受
℃
掃
ω
ρ
一
④
G
。
出
町
累
℃
．
一
い
国
鳴
国
く
謁
国

　
（
》
p
匹
幕
ア
由
防
§
鳶
譜
ミ
ト
喧
へ
偽
へ
、
＄
轡
賊
§
、
発
き
ミ
蝕
ミ
寒
防
ミ
訂
駐
辱
き
、
・
貴

　
一
。
。
。
。
O
が
あ
る
。
同
盟
は
、
主
と
し
て
パ
リ
の
区
長
、
区
助
役
、
国
会
議
員
な
ど

　
か
ら
成
り
、
共
和
政
の
確
立
と
パ
り
の
自
治
を
主
な
要
求
と
し
て
掲
げ
て
い
た
。

　
ま
た
、
こ
こ
か
ら
、
ア
ラ
ン
観
タ
ル
ジ
ェ
》
二
践
μ
肖
四
お
ひ
、
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
、

　
フ
ロ
ケ
、
ロ
ッ
ク
ロ
ワ
い
o
o
ζ
o
団
、
ロ
ラ
ン
誕
ピ
シ
ャ
い
窪
田
簿
・
℃
ざ
訂
酵
な
ど
、

　
後
に
パ
り
の
急
進
派
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
と
な
る
入
物
が
少
な
か
ら
ず
輩
出
さ
れ

　
て
い
る
。

⑮
こ
こ
で
考
慮
し
た
公
的
職
務
は
、
慈
善
事
務
所
役
員
注
昆
巳
。
。
器
8
霞
曾

　
げ
自
Φ
窪
傷
Φ
窪
Φ
艮
m
冨
磐
。
⑦
、
奨
学
金
公
庫
役
員
践
邑
鼠
ω
群
象
①
母
山
Φ
鼠
。
山
δ
ω
①

（557）69



　
山
Φ
ω
警
。
一
①
ω
、
学
校
教
育
委
員
会
委
員
日
①
白
び
お
自
愛
8
叩
合
。
。
巴
8
ω
8
巨
掃
、

　
郡
学
務
委
員
濠
綜
σ
q
審
＄
耳
。
口
匙
、
区
助
役
弾
a
9
9
、
区
長
目
臥
器
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
区
ご
と
に
存
在
し
て
い
た
職
務
で
あ
る
。
な
お
、
調
査
に
用

　
い
た
主
た
る
史
料
は
、
セ
ー
ヌ
県
年
報
（
℃
み
｛
Φ
9
月
目
匹
Φ
『
ω
Φ
ぎ
①
り
沁
§
へ
織
N

　
§
§
§
霜
§
註
韓
ミ
琳
薯
§
魯
箋
馬
§
§
琳
誉
貯
い
§
馬
）
で
あ
る
。

⑯
前
掲
拙
稿
を
参
照
。

⑰
一
八
七
〇
一
一
八
七
一
年
の
共
和
政
成
立
期
に
パ
リ
の
区
長
、
区
助
役
か
、
も

　
し
く
は
県
知
事
、
郡
長
で
あ
っ
た
者
は
、
平
均
し
て
四
六
・
三
才
で
市
議
会
に
選

　
ば
れ
て
お
り
、
そ
う
で
な
か
っ
た
者
よ
り
も
む
し
ろ
若
か
っ
た
の
で
あ
る
。

⑱
議
員
の
死
亡
時
財
産
に
か
ん
し
て
は
、
別
項
に
て
よ
り
詳
し
く
論
じ
る
予
定
で

　
あ
る
。

⑲
第
三
共
和
政
期
の
ボ
ル
ド
ー
寮
議
会
議
員
三
二
七
名
の
う
ち
、
国
会
議
員
に
な

　
つ
た
者
は
二
一
一
名
、
割
合
に
し
て
六
・
七
％
で
し
か
な
い
（
国
国
幻
℃
H
鷹
（
冒
？

　
ρ
薄
雪
γ
《
い
窃
巨
ぽ
夷
伍
一
ユ
α
q
Φ
睾
叢
氷
b
」
o
誌
Φ
窪
×
8
幽
ω
『
ギ
。
巨
⑪
臣
①

　
幻
9
¢
げ
臣
ρ
器
》
層
淘
免
§
鳴
黒
馬
。
譜
ミ
譜
b
d
。
惑
籍
§
ミ
§
§
ミ
馬
§
§
咋
穗
貯

　
9
、
§
掛
呂
．
8
曽
一
⑩
①
9
署
．
一
襲
？
一
①
㎝
）
。

⑳
詔
く
国
同
（
勺
げ
ま
箸
Φ
γ
騨
O
§
防
ミ
ミ
§
一
息
ミ
魯
建
誌
譜
乱
声
昏
N
b
＼
N

　
℃
篇
σ
濠
巴
8
ω
匹
Φ
冨
ω
臼
げ
。
目
㊦
甲
一
り
り
倉
ω
勢
望
．

⑳
実
際
、
「
上
昇
型
」
の
経
歴
と
「
下
降
型
」
の
経
歴
は
明
確
に
分
離
し
て
い
た
。

　
市
議
会
議
員
の
任
期
を
終
え
た
後
国
会
へ
と
転
出
し
た
｝
三
〇
名
の
な
か
で
、
市

　
議
会
に
当
選
す
る
前
に
自
ら
の
選
挙
区
で
何
ら
か
の
公
的
地
位
に
就
い
て
い
た
者

　
は
一
七
名
し
か
い
な
か
っ
た
。

⑳
）
同
様
の
差
は
、
初
当
選
以
前
の
経
歴
に
よ
っ
て
当
選
時
年
齢
を
調
べ
て
も
確
認

　
で
き
る
。
初
当
選
前
に
自
ら
の
選
挙
区
で
公
的
地
位
に
就
い
て
い
た
者
は
、
そ
う

　
で
な
い
者
に
比
べ
て
至
当
見
時
の
平
均
年
齢
が
高
か
っ
た
（
四
六
・
四
才
と
、
四

　
一
二
二
才
）
Q

70　（558）

お
　
わ
　
り
　
に

　
第
三
共
和
政
期
は
、
一
般
に
、
政
治
の
民
主
化
が
進
み
、
名
望
家
か
ら
中
産
階
級
へ
と
支
配
層
が
移
行
し
た
時
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
実
際
、
ガ
ン
ベ
ッ
タ
が
共
和
政
の
初
期
に
「
新
た
な
社
会
階
層
」
の
到
来
を
予
告
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当

時
の
パ
リ
市
議
会
議
員
を
み
る
限
り
、
こ
の
図
式
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
市
議
会
議
員
の
大
半
は
、
社
会
の
上

層
部
に
属
す
る
者
が
中
心
で
あ
っ
た
。
確
か
に
以
前
に
比
べ
て
民
衆
層
出
身
者
の
割
合
は
増
え
て
い
る
が
、
そ
の
程
度
は
限
ら
れ
て
お
り
、
わ

ず
か
に
社
会
主
義
政
党
が
そ
れ
に
一
定
度
の
貢
献
を
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
「
毅
た
な
社
会
階
層
」
の
担
い
手
で
あ
る
は
ず
の
事
務
職
員
、

管
理
職
や
商
店
主
の
割
合
は
、
決
し
て
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
共
和
国
の
市
議
会
議
員
は
、
政
治
的
に
は
新
た
な
集
団
で
あ
っ
た
が
、

純
粋
に
社
会
的
に
み
れ
ば
旧
支
配
層
と
の
連
続
性
が
強
か
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
、
多
く
の
市
議
会
議
員
は
、
自
分
た
ち
の
社
会
的
な
地
位
の
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高
さ
を
自
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
築
い
て
お
り
、
親
や
先
祖
の
代
か
ら
の
地
位
を
受
け
継
い
で
い
る
だ
け
の
者
や
、
結
婚
に
よ
っ
て
社
会
的
上
昇

を
遂
げ
た
者
は
稀
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、
第
三
共
和
政
の
統
治
理
念
の
～
つ
で
あ
る
能
力
主
義
は
現
実
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
パ
リ
市
議
会
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
専
門
職
、
と
り
わ
け
弁
護
士
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
多
さ
と
、
市
議
会
か
ら
後
に
国
会
へ
と
転
出
す
る

者
の
多
さ
の
二
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
パ
リ
市
議
会
の
政
治
性
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
パ
リ
は
、
　
つ
の
自
治

体
で
あ
る
が
、
ま
た
首
都
と
い
う
極
め
て
特
殊
な
地
位
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
議
員
の
職
業
や
経
歴
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
、

第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
パ
リ
市
議
会
は
他
の
市
町
村
議
会
か
ら
大
き
く
区
別
さ
れ
る
。
お
よ
そ
三
人
に
一
人
が
国
会
議
員
に
選
ば
れ
て
お
り
、

そ
の
な
か
に
は
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
、
フ
ロ
ケ
や
ミ
ル
ラ
ン
の
よ
う
に
当
時
の
国
政
を
動
か
す
地
位
に
就
い
た
者
も
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
国
会
議
員
に
な
る
市
議
の
多
く
は
、
地
方
出
身
で
あ
っ
て
、
パ
リ
と
の
つ
な
が
り
は
薄
く
、
実
際
市
議
会
に
留
ま
る
期
間
は
短

か
っ
た
。
～
方
、
こ
の
よ
う
な
「
国
政
志
望
」
の
議
員
に
比
べ
、
市
政
に
留
ま
り
続
け
る
議
員
は
、
地
元
出
身
で
、
政
治
活
動
に
は
そ
れ
ほ
ど

関
与
せ
ず
、
職
業
的
な
成
功
や
社
会
的
活
動
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
市
議
会
に
席
を
占
め
た
者
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、
「
政
治
家
型
」
の

議
員
と
「
地
元
名
士
型
」
の
議
員
は
、
単
に
政
治
的
経
歴
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
の
要
素
に
か
ん
し
て
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
八
八
○
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
パ
リ
の
市
制
度
改
革
の
問
題
が
市
議
会
選
挙
の
際
に
大
き
な
争
点
の
～
つ
に
な
り
、
市
議
会
も

こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
二
分
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
両
派
を
構
成
す
る
議
員
の
タ
イ
プ
を
み
る
と
、
自
治
推
進
派
は
「
政
治
家
型
」
議
員
で
あ
り
、

反
自
治
派
は
「
地
元
名
士
型
」
議
員
で
あ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
い
わ
ば
、
市
議
と
し
て
の
経
歴
や
地
元
へ
の
根
づ
き
と
、
パ
リ
の
自
治
に
か

ん
す
る
態
度
と
は
、
必
ず
し
も
コ
致
し
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
パ
リ
が
当
時
の
政
治
の
な
か
で
も
っ
て
い
た
象
徴
的
意
味
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
リ
の
市
議
会
議
員

で
あ
る
こ
と
に
は
、
国
政
を
志
す
政
治
家
た
ち
を
引
き
寄
せ
る
よ
う
な
、
何
ら
か
の
価
値
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
パ
リ
の
自
治
」
は
、
パ

リ
市
議
の
地
位
に
就
く
た
め
に
彼
ら
が
用
い
た
一
種
の
言
説
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
の
大
き
な
課
題
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
政
治
の
な
か
で
パ
リ
が
も
っ
た
意
味
に
つ
い
て
の
慨
究
が
挙
げ
ら
れ
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①

る
だ
ろ
う
。
パ
リ
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
体
制
や
政
治
家
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
を
国
民
が
ど
の
よ
う
に

受
容
し
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
全
体
の
政
治
動
向
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
。

　
歴
史
家
に
と
っ
て
、
パ
リ
は
例
外
的
な
規
模
を
も
ち
、
ま
た
多
く
の
側
面
を
有
す
る
研
究
対
象
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
こ
と

は
、
パ
リ
史
研
究
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
史
全
体
の
研
究
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
こ
の
視
点
か
ら
の
研
究
と
し
て
、
国
》
国
O
国
い
（
密
禽
2
8
y
§
§
譜
昏
　
　
　
困
Φ
b
勢
Φ
艮
巴
8
。
。
匹
Φ
℃
巴
ω
」
に
か
ん
す
る
特
集
号
で
あ
り
、
歴
史
家
や
政
治
学

　
　
寒
、
舜
§
恥
§
逡
§
鴨
き
ミ
謹
§
§
ヘ
ミ
勘
讐
N
難
敵
N
§
℃
『
Φ
ω
。
。
①
ω
山
Φ
冨
閃
箔
ω
即
　
　
　
　
　
者
な
ど
に
よ
る
興
味
深
い
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
一
〇
〇
企
N
①
N
唱
．
が
あ
る
。
ま
た
、
ぎ
ミ
賞
p
o
．
卜
。
ド
巳
Φ
ω
は
、
「
パ
リ
の
表
象

　
　
〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Paris　Municipal　Councilors　of　the　Third　Republic　（1871－1914）

by

NAGAI　Nobuhito

　　In　French　historiograplty，　Paris　of　the　nineteenth　and　twentieth　centuries　is

insuraciently　studied．　Working　on　a　group　of　politicians，　which　is　a　social　and

anthropological　refiection　of　the　place　in　question，　we　have　tried　to　present　some

aspects　of　the　political　and　social　1ife　at　this　capital　under　the　Tl｝ird　Republic．

　　On　the　whole，　the　municipal　councllors　came　from　the　upper　strata　of　Parisian

society，　and　most　of　them　worked　in　an　ecoRomic　or　intellectual　profession．　The

lower　and　middie　classes　were　indeed　more　represented　than　in　the　past．　But

democratization　was　lirnited　and　was　realized　mainiy　by　the　socialists．　The

couRcifors　owed　their　social　position　to　their　own　effort　and　success．　Family

connectioRs　seldom　played　a　major　role　in　the　career　of　the　councilors，　especially

in　their　politicai　life．　What　characterized　most　of　the　mttnicipal　othcials　of　Paris　was

precisely　their　political　career；　nearlY　one　third　of　them　became　parliamentarians

and　some　of　the　ministers．　For　them，　a　position　at　the　city　hall　was　only　a　spring－

board　which　ailowed　them　to　reach　the　summit　of　the　State．　These　aspirants　for

parliament，　often　provincials　who　arrived　at　the　capital　for　their　study，　were

elected　to　tlte　municipal　council　at　a　relatively　young　age．　Some　of　these　political

elites　would　form　the　hard　core　of　the　republican　party　and　manage　the　affairs　of

the　country．　This　passage　between　city　hall　and　parliament　decided　to　a　large

extent　the　character　of　tlte　municipal　councg．　By　the　stakes　of　its　elections　aRd

the　tonality　of　its　debates，　the　Parisian　assembly　was　sort　of　miniature　parliament．
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